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第3期 葛飾区高齢者虐待防止計画

く平成24年度～平成塗6年度)

(素案)
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第 1部  第 3期 計画策定について

第 1章  計 画策定の趣旨

高齢者虐待は、高齢者 の 人権 を侵害す る深亥Jな問題です。

葛飾 区の模待相談件教 は、20年 度は 37件 、21年 度は 60件 、22年 度は

52件 となっています。その背景 にある高齢者 と養護者を敏 り巻 く環境の変

化や、美護者 自身が抱 える問題 の多様化が課題 となってお ります。

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者 に月
~す

る支援等に関す る法律 (平成

17年 法律第 124号  以 下 「高齢者虐待防 止、養護者支援法 |と い う。)は

平成 18年 4月 に施行 されてか ら、6年 が遇 ざます。

高齢者
卜
は持防止、養 護者支援法は、回お よび地方公共卜】体の東務や 市町

村 の役告|が明記 され、高齢 者青特の年期発 見 ・早期対応 を区1るとともに、

養護者 の支援 を行いその負担 の軽減を図 ることとに/ています。

また、介確保険法ではlX‐市町村が地域支援事業において、「被保険子 に対

す る虐作の防止お よびその中期交兄のための事業その他の被保険者の権利

擁護の,tうとと、要な援助 をそfう事業」を実施す るごとを義務付 !ナてい ます.

葛飾 Xで ,li 平成 19年 3カ よ り、
~葛

飾区高齢者虐待防止計i頭FJを 策せ

し、高締者柱持の平‐期舞兄、 平期対応、差護者支援の体制 の整備 に努めて

きました

この度の第 3期 (平成 24年 度か ら26年 度 まで)で は、第 2期 計画の事

業実績 を踏 まえ、特 に高齢者虐待の予防に関す る事業や、虐待 を受 けた高

齢者の迅速かつ適 切な保護お よび養護者 に対す る支援 をよ リ ー
層進 め、高

齢者の 一人ひとりの導巌が尊 重され るよ うに、言|^画を策定す るモ)のです。



第 2章  計 画の位置づけ

本計画は、葛飾区基本計諄子に基づ く個別計画であって、高齢者虐待防 i11、

養護者支援法を具体化 させ 、関係機 関 との連携 を推進 し、葛飾 区の取 り林Rみ

を明 らかにす るとともに、積極的な行動指針 となるよ う策定す るものです。

基本構想

基本計画

高齢者虐待防止計画



第 3章  計 画期 間

第 3期 の高齢者虐待防止計いFは、平成 24年 度から平成 26年 度の言+‐画期

間とし、8年 ごとに見直しを行います。

言卜同期間

平成 1

4月

魯年 1 8 ～ 2 0 年 度 21～ 23年 度 2・1～ 26年 度

葛飾区高齢者虐待防止計伸「

一

‐

‐

‐

ｒ

ヨ

弱

―
キ
~=嘉:再丁~千―
1 青1伸「期潜上」

高齢者に待

防止計画策定

|        |
|        ||                |
|         |
t~~~― 十一一一一 」

持i齢許帳待

防止計画策定

第 1期 の実績

を1諾氏文_、第 2

期計画を策ヶ士:

1 、
___1

膚 第3却

L_:型里理_

高齢幕庄待

防止計いi策定

第 2期 の実績

を始まえ、第 3

い



第 4章  計 画の理念

高齢者が安心して生活できる

「虐待ゼロどの地域社会づくりを

めざします。



i資 料につ| てヽ、|ギ化労働省Iす22調 査結 |

|,とがまブごチき表 さ放′てもヽなしヽためイと本間と |

|な っているcま た、文章内のデー タにつ |

|↓ てヽ く)最新調査結果|二落き換え_る予亡ぅ |
1                                       :

第2部  計 画の考え方

第 1章  高 齢者 虐 待 の実 態

厚生労働官奄去の 「平成 21年 度高齢者壱待の防止、高齢者の養護者に対
~j~る

支援などに関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」(平成 22年 1月

玄芝 日発表)によると、平成 21年 度の養護者(家族等)による在宅における高齢者
|■待に関するキlir炎・通部の総数は、23,40 4件ですf

その うと)亀飾iくにおける平成 21年 度の養護者(家族等)にlkる在宅における高

鈴者
‐
虐待に関する相談 。通報は、60件 でした′

11)高 齢者|工待の概要

OT・B談 ・ri報お

連ヤkダ,fl合は、全田 ・養館単:と()に介誰支援専F号長、す卜護t准険事業■般

貝が 41.2'〕!t占☆も多く、食日で1士次に家族 ・親族 11,F■ふ、本人 10。9,もとな

ってい=す :島 飾区で1土、平成 21年 度は使待者出身が 11.9▼も、22年 度と

家族 ・1粧■iか二ぅの通報が多 く21.39ムとなっています■



相 談 口通 報 者

全 国

②虐待の内容

虐待の内容は、全国、葛飾区ともに外傷を負わせるような暴行な どの

身体的に待、著 しい暴言や拒否的な対万こくなどン心理的虐待が多くなってい

ま
―
lぅ

2 1年 度 22在字返霊
4午数 室

農 件 数 耳モ|ギ至ヽ
ケ「謹 支 残 単 門 員

10346 412%

近 隣 住 民 ■国人 1,318 52%

民生 委 員 1,856 74%

被 虐 待 者 本 人 2,728 109%

家 族 由親 族 2,908 t1600

虐 待 者 自身 417 1700

当該 行 政FL L員

(担当部 暑 除 く) 1,679 67%

警 察 1,734 6ャ900

その他 2,041 81%

不明 _____―退 113 0,40。

合 計 25,140 1000%

実 本国言炎1午数 23.404

標;食行[イ

21ま
~~~22年

百
区 合 計 包 括 区 十

究 4牛数 合 計 件 数 宝
”

父 4年数 合 計 件 教
ぢ「護 支 雅 学 庁I t

介 護 保 険 !キ業 け 拙 長 20 3再 86 9% 20 2 22 29_3%

返憐 住 民 角 ブ、 ` じ 7 S.393 ，
′

〔
た

〔
げ 2ヽ.0,る

民生 委 員 1 O 1 129ム Ｑ
） 0 3 4_0%

被 膚 待 者 本 人 4 5 9 10_7% 1 7 8 10,7%|

家 族 b親族 3 4 7 8、3% フ 9 再6 亮 弔
虐 待 着 由身 9 1 1 0 可1,9040 2 0 2 2_7%
ヨ 該 有 収 職 泉

(担当 部 署 除 く) 8 1 9 10,7% 4 2 6 8_00。

警 察 1 3 4 4_8% 0 0 0 0.0%

医療 機 関 2 1 3 3.6% 1 5 6 8.0%

その他 2 1 3 3.6% 1 2 3 4.0%

合 言十 51 33 84 100.0% 46 29 75 100、0%

実 相 談 件 数 60 52
米 小 数 点 第 2位 り 下 は 四 笙

コ

※相 談 白通 報 者 は重複 して計 上 している。



また、葛飾区の調査でti心理的虐待は、身体的虐待や経済的虐待 と

複 しているケースが多いことt)分か りました。

虐待 の 内容

全 国

身体 的 建 特

心 理 的 症 イ

f生産勺虐
経 済 曲虐 待

半町1斯

X小 数 点 第 2位 以 下 は 四捨 五 入

重

| ■00

1  80

1  60

1  40

1  20

1   o

虐 待 の 内容 (葛飾 区 )

2 0年度4 7件 21年イ主60イ牛 22 I々,支52イキ

身体 的虐 待

心 理 的虐 待

経 済 的虐 待

介 護 等 赦 葉

1069な

介 護 等 放 案

X種 別 は 重複 して計 上 してしヽる。



(2)被 惇待者(虐待 を受 けた高齢者)の概要

①被虐待者の性別

被康待子の うち、 1女性 |が 占める害け合が高 く

よ りも高い害1合になっています。

被虐待者の性別
全国

下 捨五入て

被虐待者の男女割合(嘉飾区)

20年度

37件

21年度

604牛

2 2 年度

52イ牛

特に葛飾区では、全国

11,899 12,371

合計(人

※1件の事例に対し虐待者 数の場合も含む。

葛飾区

20年 庭 214 卜汚琵 224 F源電
件 数 （臨 4年数 副 含 イ牛数 署|1含

男性 6 16200 Ａ

） 250% 9 再733r0

女 性 31 83800 45 7500r0 43 82700

合計(人) 37 100030 60 100000 52 1000%

虐待判断件数 ７
′

つ
０ 60 52

※ ′Jヽ 以下は四



②被店件者の年締層

年齢層の存1合では、80歳 ～89歳 が全IEl、葛飾区とt)に全体のほぼ半数

を占メ)ています。

被虐待者の年齢層
金

204革f 21空卜す 22空手拒重
件 数 盟 イ牛数 割 合 4牛数 割 合

65-69病 誘 17552 10,199 1.616 10100

70～ 79歳 5、663 370% 5.898 36,990

80-89病 景 6.380 417% 6,758 42_2070

90歳以上 1,527 10、0% 1,604 10,000

不 明 171 1.1% 126 0_890

合計(人) 15,293 100.00/0 16.002 1000%

虐イ寺判 断 件 数 14ャ889 15,615

※ て 言十 てrし、

350f10

41700

輛 頑
~干

百朽航 117比

被 虐 待者 の年齢〔葛飾 区)

隆過埜重鏡廷ユ坐=″フ9歳
‐翻86～89歳

‐
89o歳 以上 圏不明1

2 0年度

3アイ牛

21年度

604牛

22年度

52件



③被懐待者の介護度別認 定者、認知症 日常生活 自立度

要介護度では、平成 21年 度を見ると要介護 2以 上の高齢者は全国が

63%、葛飾区が 78.8%、日常生活 自立度が 正以上の高齢者が全国で 62.2%、

葛飾 区では 54.6%と なってお り、要介護度や、認知症 と虐待の関連が表

れていますっ

虐待者の介護度別認定者

全国

20至準た重 2 1年 度 22互 度
件 数 空

□ 件 数 害」合 割 合

要支援キ 741 77% 850 7,7%

要支援2 1,032 919% 1,019 93%

要介護1 1,978 190% 2,151 196%

要弁護2 2,030 195% 2.244 205%

要介護3 2,248 2150r9 2,180 199%

要介護4 1,534 147% 1,549 141%

要介護5 825 79% 929 85%

不 明 46 04% 50 05%
Zゝ 岳エ
申 島| 10,434 100080 10,972 1000%

葛飾騒

26=尋 二重     1     21 22年度
件 製 吾J 含

要支援1 0 00070 1 30% 0 00%

要支援2 1 48'も 1 30% お 4ヵ2%

要介護モ 2 95% 5 152% ｒ
９ 208%

要介護2 8 381'と 10 303% 7 292%

要介護3 3 143% 5 15Ⅲ2% 6 25、0%

要介護4 5 238% 7 212% 1 4_2%

要介護5 2 95% 4 12,1% 4 16700

合 計 21 1000% 33 100.0% 24 1000%

虐待判断件数 37 60 52

10



被虐待者の介護度別認定者の認知症日常生活 自立度

全国

2 0 年度 21年度 2 2年度
4牛数 碁11合 件 数  1  割 合 件 数 割 合

自立 靖愚知症なし 17640 15,7% 11642 150%

自立度 I 1,612 15_4% 1ぅ803 16,4%

自立度 E 2.906 279‰ 3,186 290%

自立度 IIl 2,243 21539 2,567 234%

自立度Ⅳ 807 7700 857 7800

自立度M 247 2.400 222 20%

認 知病 あるが 自立 度不 明 688 66% 483 44%

認知症の右無が不瞬 291 2 80rc 212 1900

合 計 10,434 1000% 10、972 1000%

葛飾区

2 0 年度 21年度 22

件 数 ギ牛数

自立 靖忍知症なし 3 143% 333% 2 830r9

自立度 I 6 286% 4 121% 4 1 6 7 % |

自立蔵 盈 ０
じ 143% 9 273% 7 292%

自立度 lII 7 3330c 5 152% 5 20800

自立度W 2 95% 3 91't 5 20800

自立度M Cl 000f 1 30% 1 42比

合 計 21 100000 33 1000U/6 24 1000%

理 堕
※小数点第2位

3

下 は 四

字′　一一出

60 52

者 ヽ 翌 4 1 1 席 準の

ランク  | 判定基準

正
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的
にほぼ自立している。

正
日常生活に支障を来たすような症状口行動や意思疎通の困難さ
が多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

EIE
日常生活に支障を来たすような症状B行動や意思疎通の困難さ
が多少見られ、介護を必要とする。

Ⅳ
日常生活に支障を来たすような症状B行動や意思疎通の困難さ
が頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

M
著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見ら
れ、専門医療を必要とするc



(3)主 など待者の概要

O虐 待者 との同居 ・別居

虐待考については、同居の割合が全国、葛飾区と|)に809イ)以上と高く
なっています「

虐待者との同居拐叫居
全 国

20年度 2 1 年 膚 224手F多

件数 〈
臼

宣
ロ 件 数 害Jモ針 件 数 書1合

同居 12,803 860% 13.487 864%

別 居 1.820 122% 11928 12300

その他 185 研
的

う
と 178 11%

不 明 81 0530 22 0_180

合討(人) 14,889 100.0%1  15.615 100,000

葛飾区

壁 : ! 堂生 8 7
※小数点第2位以下は四

52      '

同居   1   32

81   15400

5 2 1 1 0 0 o拓

441   846070

12



②被虐待者の世帯構成、関係

被虐待者 との関係を見ると、

ている世格が多いことが分か り

被虐待者の世帯構成

全国

虐待者はフ電、子、娘が多く未婚の子と同居 し

ます.

葛飾区

雨

20年, 21年度 2 2年l

件数 書‖合 件数 害」合 件数 害‖合

単身 1,333 90% 1,378 8.8%

夫婦二人 2,730 18300 2,890 18.5%

未婚の子と日居 5297 356% 5864 37.6%

既婚の子と同店 4,083 27,400 4,153 26.6%

その他 1,304 8,8010 1,307 8,4%

不明 142 1000 Ｏ
θ

う
と 0.1070

合計 14,889 100000 15,615 100,0%

害4舎 1 件 数 !合 数 申

単身 4 108%
食
Ｕ 10.0% Ｒ

ぜ 96%

夫婦こ入 4 108% 14 23マ3% 質
ぜ 96%

未婚の子と同居 1 1 297% つ
た

ら
盗 36.7% ６

０
０
と 53.8%

既婚の子と問居
食
Ｕ 162% 14 23.3070 つ

と 23100

その他 10 2700/0 4 67% う
と 3.8%

不明 2 54% 0 0.0% 0 00%

合計
，
′

０
じ 100.00/0 60 1000% う

と
氏
Ｊ 100.00/0

※小数点第2 以下 よ四捨五入

※その他(兄弟姉妹夫婦、内縁の夫、孫と同居など)

13



20至千涯重 2 1年 度 224干 涯雪

件 数 吾Jモ針 件 数 害」合 半数 室
回

夫 2,833 17.300 3,016 17.7040

妻 855 5.2% 867 51070

息 子 6,589 402% 6999 410%

娘 2,479 1 5Ⅲl% 2,604 15.2%

息子の配偶宅 11397 8.5% 1,336 7_800

娘の配偶者 349 21% 353 2.1%

兄弟姉妹 348 2.1% 322 149%

孫 756 46% 750 44%

その他 729 4.5% 797 47%

不 明 39 02% 33 02%

合 計 16,374 100,0% 17,077 10000/n

※1件の事例 対し虐待者が複数の場合も含む

被虐待者との関係

全国

夫

豪

息子

※ 小 2位以下は四捨五入。

o rl%

462%

346%

葛飾区

※その他 (内縁の夫、甥、妹の夫など)

233%

17040

000/0

24

を8

1

108%1     14

息子の配偶

娘の配4呂者

14



④分離の有無

被虐待者 と虐待者の分離でtま、

スは 33.3%、 葛飾 区では、平成

分離の有無

全国

分離していない 281 757%

その他 0、09古

合計

※ 小 以下は四捨五入。

全「ヨで平成 21年 度を見ると分離 したケー

22年 度 40,4%と なっています命

8830t

0007c 5_8%

281   58.8%

1000%

高持イのをミ護招に対する支援など1■1増する法律に基づイく'」心

20年度 ~~T~ 21軍 覆

|
一 一 一 一 ―

F ―

― 一 ― 十 一

|

件 客1舎 1  件 数 費
ロ

分離

分離じ
'こ
いない

5,260

9,357

833%

5じ、2%

る.323

8650

+   33_2比|

680011

被虐待高齢者が
複数で異なる対応

65 04% 40 0_2%
百

~~~~

|

その他 1122 フト100 ,426 86牝
可

~~~ ~

合計 15,304 1000% 16(644 1000%

※前年度の継続カ応分も

葛飾区

37i  100、0%

15



第 2章  葛 飾 区 の状 況

平成 22年 10月 1日 現!在の自飾区にお!する高齢者数は 96,964人で高齢化

率は 21さ7(イ,■なっています。高齢化率は、=姉キでは平1抗30年1には 244γ)と

なってお り今後 も増加傾向にあります。

調査結果から介護度 2以 _[1の認知症を抱える方が,ま待 されていることが多
く、特に介護が長期化 L夕ている場合は、介護者のストレスも増大 Lャ、ギ:待げ)

要因となるr士 が与え_を)れます.

(1)i弓静 =人 日の推移

①平成 2之|二度現在の葛飾氏声i齢者人 ||、要介護者

付者人間

エ 齢
2 1 年膚 22玄革炉野

人数 人 銀

65-69滝 最 28.008 29,023 27,880

70′V79病霊 44,085 44す601 45,759

80-89靖 霊 17,794 18v858 19.750

90歳以上 3,141 2554 3,575

橘 爾 薔 路
―理 弱 翌 望

五入ィi

X外 国人彗録若|ま含んでいない。
各年10月1麗現在 戸籍住民課より

の 定
20盗手, 2 1 年震 2

件数  1  割 合 件 数 4牛敏

要支援 1 1,338 108% 1,318 1000/0 1,244 90%

要支 援2 1‐525 123% 1,622 123% 1,754 12799

要介護 1 1,577 12,7% 1,767 134% 2,034 14730

要介 護2 2,418 195% 2,571 19_5% 2,888 208%

要介護3 2,149 173% 2,199 167% 2,084 150%

要介 護4 1.875 151% 1,978 150% 1,988 14.400

要介護5 1,546 12.4% li734 131% 1,860 134%

合 計 12,428 1000% 131189 1000% 13,852 100034。

米 ′」`叙 斥 第 2 位 以 下 四措 五 入
各年 1 0月1国現在 介護保 険課 より

16



②高齢者人に1・要介護者の推移

葛飾区1の高齢者人間、要介護者推吉|

高齢者人口推計

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

‐― ― 一―‐―一――・ヽ一――――‐十一■ ―      __― ‐・-235%

お年度 24年度   ,身 年度   26年 度

・  乱 期吊捕老  眼

244%

2 8年度   2 9年 度   3 0年 痕

十 畠謙化秦

27年度

後期高齢者

安 又 振

日

ま

ン
要支援 打

誠 J認売

23

1,363

者

24

1 , 3 6 4

2 5

1,346

要 支援 2 2,104 2.207 2,291

要介護 1 2,194 2_192 2,161

要介護 2 3,316 8,402 34キ 8

要介護 3 2,445 2.551 2,634

要介護4 2,228 2.250 2,248

要介護5 2,258 2,331 2,383

合 計 15,908 16,297 161511

(参考)葛飾 卜!売5規 高怖者保健福祉干十山「・介護保険■文計的i

218%

序
ｒ



(2)葛 飾区の介護者の状況

①介護者の年齢

主な介護者の年齢

10%       20% 80%

40歳 以,L             l1 5%

i3歳代

60歳代

フ0歳代

218%

241%

186%

SO歳以上 韻韻畿襲轟寵寵襲98%

無回答 ユ4.1%

認定者一主な介護者の年齢(要支揺 ・事介
要支援 ,要

介護認定
者

40歳代

以下
50歳代 代 70歳代

80歳以
上

無回答 全 体

要支援1 6 10
ウ
′

Ｏ
Ｏ 9 14 64

要支援2 8 23 14 12 号2 29 103

要介護1 33 30 24 9 13 125

要弁護2 つ
じ

ら
４ 24 35 ７

′
今
θ i2

〔
υ 150

要介護3 会
Ｕ 23 25 17 10 9 100

要介護4 4 18 24 12 7 7 72

要介護5 食
Ｕ 14

７
′

質
Ｕ 8 4 64

無固答 1 1
氏
υ 4 1 3 15

全体 30 1 5 1 167 68 693
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②介護者が閃っているこ卜と

主な介護者が困っていること(要支援・要介護度別)

1    童 な介護者が露害てとヽること(複数回答)

'                     0%        20%        40%       60t/6

1         外 出できない 霞鶴験題霧覇懇鶏躍顔翔が飛 o319

1    仕 革との両立が難しい          o23島

!    育児との両立が難しい 募o o12                    1

1    家 挙との両立が難しい 鞘韓轟蕩覇 0133

‐   日 分の時間が少なくなつた                   o453    1

1     身 体的に娘れている                 04ユ ア     |

1     精 神的に疲れている                    0498  1

! 醸
購 爛 ほ ない

,   硬
6    1

-    経 済的にゆとりがない           o276          1

1 搬
できる様 汎 ▼〕い

。,α
oゎ

        |

|          そ の他 轟 o o43                 1

1   特 に題っていることはない 発難総覇 0092                  1

1    畑 答

‐

ン o■w     i

(参考||ヽ片卜者の生活に関する調介 福 れt竹理詠より

護要
認支
定援
者 コ

要

介

外

出

て

き

な

い

仕

事

と

の

面

立

が

難

し

い

高
児

と

の

両

立

が
難

し

い

家

事

と

の

問

立

が

難

し

い

少持

な分

くの

な時
つ問
たが

身

体

的

に

疲

れ

て

い

る

て精
い神
る的

|こ

疲
れ

健

康

状

態

が

思

わ

し

く

な

い

り経
が済
な的
いに

ゆ
と

が談
いて

なき
いる
相

そ

の

他

る特

こに

た困

は つ

な て

いもヽ

無

回

答

要支援1 6 8 1 2 10 10

要支援2 14 | 24 6

要介護1 24 1 48 7 20

要介護2 2 74 方
争 41

要介護3 0 24
う
と 8 | 7

要介護4 1 50 48 力
■ 20 5 0 3

要介護5 84 14
オ
， 44 5 1

無回答 2 3 0 3 4 5 4 4 1 0

全体 186 290 347 186 6
〔
〕
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第 3章  施 策推進の目標

言+画ヽの理念 を もとに、具体的施策 を展開す るにあたって、以 下の填 門を 田

標 に掲げ、必要な施策 を総合的に進 めます。

(1)虐 待の予防に取 り紅む

虐待の背景には、介護疲れや、経済的なi事情、精神的な強い負f取な と,小志

められ、 これ らすヽの早めの対空tがは持 の 予防につなが りますっ
「区民・`＼の啓発 ・抑 止施策_に よって、高齢者の差護■な II!`ごい、介護や

福祉 についての基本的な情報や ナー ビスの利用方法な どとともif、高齢者虐

待についての知識 について も、わか りやす く普及啓発を tン、普段か ら無〔llli α)

ない介護やi事齢者 の人権 を守 ることを″いがけていただ くよ う働 き掛けてい

きます。また、 「介護過亜負|,1者の発況ン・対応施策 」により、介護サー ビス

事業若な ど仕事で高齢者 と接す る機会のある方に も岸待に対する関″心を治i

めてもらうことによって、介護負社の 「flい養護者な い 気ヽ貯い、|十子待 (1岸」係

のない段階で、ニユめの対定“につなが るよう協力を 1ィていただけるようド、すれ

域全体で 坪,ギる社会 を作って, きヽます。

そのrtrjt ttlは、虐待の被告者
と
については、 「認知癖のない |力 よ り 「認角]庁

がある!方 が多い状況 となってお ります。このことか と,ri認知九TT'防 。理解
の促進施策」|ェより、高齢者が認宍口症 の予防に取 り禍む機会を作ると上1)に、

誌知症高齢=に 対す る1正と/い知識や適切な介護方法な どについて、長護若 `

家族や間 II地域で暮 らすfIFミの方達等に理解がなさ瀬′るよ うに取 り締 六ブで

いきまギ.

(2)早 期発 見 ・相談体待Jを充実 させ る

虐待 を と,ている養護者 ・家族等 には虐待 を しているない う出党がない場

合が多 く、また虐待 を受けている高齢者本 人1)養護者 ・家族等をかばった

り、他人には角]られた くないな どの思いがあるため、家庭内における高齢

者虐待は発兄!しにくい状況 にあ ります。高齢者虐待が悪化 し、命 にかかわ

るよ うな深亥Jな事態になるま文、に、 早期 に虐待 を発見 し、迅速に専F日職 を

中心に対応 ・支援す ることが望まれ ます。

虐待 を早期 に発見す るために葛飾 区では、「早期発見 ・見守 りのネ ッ トワ
ークの充実施策」により、民生委員 ・児童委員、介護サー ビス事業者 な ど

に定期的にJ4P解1是進 の研修 を行い、 これ までのかつ しかあん と′んネ ッ トワ
ーク事業の兄守 り機能を充実 していきます。



新たに社会福祉協議会による小地域福祉活動 と連携 し、虐待問題への関

心を高めていき、地域の方達の協力によって、虐待の問題がある方が、老、

要な支援につながるように早期発見の協力体制構築をすすめます。

また、高齢者本人や家族などが何か不安を感 じた時に、いつでも相談で

きるように 「相談窓日の充実施策」が必要です。24時 間電話相談や区の相

談窓日だけではなく、地域包括支援センターの相談窓 口の機能を充実させ、

月知に努めます。 さらに権利擁護センターかつ しかの相談援助 と連携 し、

区役所内にある他の虐待問題関係部署 との連携 も図 り、高齢者虐待への通

報に円滑な対応ができるよう体制を整備 します。

(3)高 齢者の安全 ・安心を確保する

高齢者産待防止 ・養護者支援法では、養護者による虐待を受けた高齢者

について、老人福祉法の規定による措置を行 うために、必要な居室を確保

するための措置を講ずる()のとされています。また、高齢紗 土命また_は

身体の安■の権保に万全を期する観点かえぅ、警禁署長へ、必要に応 じ適切

に、援助を求めなければならないとされています。

葛飾区では、高齢者の人権を守るために、「保護の実施施策Jに つ とめ、

シェル ターを設置 し、やむを得ないす:;置の実施、養護老人ホーユ、への率急

入所など圧生の確保に努めます。また、通報があった場合、実態把握調査

により高齢者の安全を確誌す るとと()に、必要な場合は警祭の協力を得て、

立ち入 り調査を実施するなど,1士速な対応に努めます。

次に 1保護以外の支援施策」 として、誌知症などにより契約や金銭管理

などの支援が必要な方に対 し/て、成年後兄制度の活用を進めた り、判断力

があるが、金銭管理の手伝いを希望する方には、社会福祉協議会の地域福

祉権利擁護事業 ,財産保全管理サービス事業を案内します。また、開庁時

に虚待の通報が警祭へ入つた場合の対応を円滑にするために、警察 との協

力体制を強化 した り、被虐待高齢者の精神的なショックに対 して、心のケ

ア事業の実施に努めます。

(4)養 護者等を支援する

高齢者が重度の要介護状態や認知症である場合、家族が介護を抱え込むこ

とで、身体的 ,精神的負担が増 し、結果的に虐待に至っていることがありま

す。虐待が発生する原因についてはこの他にも、高齢者 と虐待者の人間関係

や経済的困難など様々な問題が複雑に絡み合つて起こることがわかつてい

ます。虐待の疑いがある養護者 ・家族等を把握 した場合、リスク要因を分析

し、養護者 ・家族等に対 して適切な支援を行 うことが、高齢者虐待の解決に

ワ

】



つながることもあります。

「介護負担の軽減施策」とし″て、一時介護やショー トステイ事業、夜間対

応型訪門介護及び随時訪間介護や介護保険サービスの活用を組み合わせな

がら、介護者の介護負担の軽減に取 り組みます。また、地域包括支援センタ
ーにおける総合相談事業、認知症相談会、家族介護者教室において、より良

い介護をしていくためのア ドバイスや方法を提供 します。

悩みや不安、精神的な負担感の解消を図るために、 「メンタルヘルスケア

施策Jと して、心のケア車業を始め心理カウンセラーによるカウンセ リン

グ・保健師の相談など専門職による相談事業や、地域包活支援センタ ーによ

る認知症家族会において、ピアカウンセ リングをとお L/、介護若の心理的な

負担軽減を岡 りますっ

その化にモ)「生活支援施策」では、虐待の原因となる養護者や家族の依存

症などや経済的l■l窮に対 してギF甲的な支援を行います。

(5)チ ームアプローチを強化する

高齢者や特には、家族や本人が問題を重複 L.て抱えていることも少なくな

いことから、様々な関係機関 と連携 Lンながら解決の援助を行 う必要がありま

す
~。

i壼携には組織 と紳織の連携 た人 と人のi菫携があり、
1関

係機関上の連携 ・

強化施策 !た と/ては、虐待防 口1ネットワーク運営委員会の開催をはじめ、メi

役所内の関係各課や医療機関、介護サービス事業者など懐待問題の関係機i調

に対するギ葉明知や協力依頼を とンて、連携を築くために力を入れます。また、
「関係職種 との連携 ・強化硫策 |においては、関係職種の協力関係を構築す

るために、1地域包括支援センターによる地域ケア会議を実施 し長す。

地域ケア会議では、関係者の情報共有を図り、支援方針の検討を通 Lンて、

関係者の連携を築きますっ角ギ決のために、専門的な知識が必要となる場合に

は、弁護十 ・精神科医など専P電職の協力を要請 します。

さらに際i役所内の関係部署職貝や地域包括支援センター職貝、介護サー ビ

ス事業の従1事者など虐待問題の関係者に対 して、関係職極が互いに尊重 しあ

い、より良い協力関係を築 くために、研修会や事例検討会をおこない、相互

の役害」の理解 とスキルアップを図 ります。
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墓榛嘉11:差森|お字姦毒義薙魅

第4章 施策の体系

《≪ 施策 》》 ≪≪≪≪ 事業 ≫≫≫≫

|1襲民への啓発B抑止

― と =        司

i点姉症の予防・理擁 ||

ギ進   ‖

1年期発見=見守り
'|ネットワークの充実

i相談窓回の充実

!i._登ことこ================」区の相談窓国の周知

権利擁護センターかつしかの相談援助

麗1器を十1皐幾1鶏‐員1犠1談妹軸を充1実させる

(く 施策 ≫≫ ≪≪≪≪ 事業 》》》≫

≪ 担当部署 》

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

高齢者支援課出先機関)

シエア活動支援センター

(高齢者支援課)

≪ 遭当部署 ≫

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(社会福祉協議会)

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(社会福祉協議会)

(高齢者支援課)

講演会等の開催による普及啓発

かつしかあんしんネットワーク事業の活用

地域包指支援センターの体制=機能の強
化

24時 間電話相談事業の周知

つ
υ

つ
」



斎難輩ゆ輩塗:安心暮議換銘

t襲護以外の支援施
li

≪≪ 施策 ≫》

≪≪ 施策 ≫》

≪≪≪≪ 事業 ≫≫≫≫

《《≪≪ 事業 ≫≫≫≫

≪ 担 当部署 ≫

(区委託機関)
地域包括支援センター

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(社会福祉協議会)

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

≪ 担当部署 ≫

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(介護保険課)

(高齢者支援課)

(区委託機関)
地域包括支援センター

(区委託機関)
地域包括支援センター

(区委託機関)
地域包括支援センター

地域福祉権利擁護事業コ財産保全管理
サービス事業の活用

成年後見制度の活用

警察との協力体制強化

養護老人ホームヘの緊急入所措置

やむを得ない措置の実施

襲1纂4 養護者等各業援する|

t弁護負担の軽減

介護保険制度の利用勧奨

一時介護事業の実施

ショートステイ事業の実施

夜問対応型訪間介護及び随時訪聞介護
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メンタルヘルスケア
心のケア事業の実施

4時間電話相談事業の実施

≪≪ 施策 》≫

≪≪ 施策 ≫》

≪≪≪≪ 事業 ≫≫≫≫

認知症高齢者家族会の活用

≪≪≪≪ 事業 》≫》≫

≪ 担当部署 ≫

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(保健センター)

(人権推進課)

(区委託機関)
地域包括支援センター

(保健センター)

(生活課)

≪ 担当部署 ≫

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(区委託機関)
地域包括支援センター

(区委託機関)
地域包括支援センター

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

1    1で 囲まれている事業は、区の重点事業に位置付けているもの

灘轟藁竪軽第二期計画になかったもの

チ■ム1才|ブ車■チを1強強する

葛飾区高齢者虐待防止ネットワーク運営
委員会の開催

一ｂ９

ち



籍 3 計画の具体的な推進

第 1章 施策の方向性 と事業

周標 1「 虐待の 予防に取 り組む」、 目標 21早 期発兄 ・相談体制 を充実 させ る」、
ir l票3「 高齢者の安全 ・安心を確保す る」、日標 4「 養護者等 を支援する」、日標 5
1チーームア才

iローチを強化す るJに ついての事業を行って、芦i齢者虐待ゼ ロを目i指
i tt―す

｀
.

第 2章 施 策推 進 のた め の組 織 の運 営 と役 割

(1)高 齢者虐待防止ネ ッ トワーク

高齢者虐待防止 ・養護者支援法において、区市町村はi苛齢者虐特の防止や早期子と
■ に 待を受け★i高齢者や養護者に対する適切な支援を行 うために、関係機関や民
|11「月体 との連携協力体制を整備 しなけねばならないとされてい ます.

葛飾 Xは 、「干;打奄見・鬼午 リネ|′トワーク1「保健医療樋社サー 1ゴス介′、ネ|ン'ト

:す ク J「関係子|キキ唱機関介人支援 ネットワーク1ゴ,3つ ■)ネッ トプークを強化t′、
1ど:携 tンて対応することによって、高齢者に待を防 1上[ン、問題が深刻化する前に高持
|や 養護者牛にキ|する適切な文接を行つていき主す3
なお、各ネッ トワークの構築は、E・ 地域包活支援センターが連携を娘 りなが ,,

tr,て ぃきェ,■る鈴!X:高齢者嵯待け ILネットプーク|1文キi齢者,イキ||ち■ネッ トブ
II=営委員会、古i怖者虐待防 止ネッ トワークli:内連絡会、地域tl括支援センす―が
十I Ⅲlに連携 ・詢審をF行↓ヽなが ら、機能 していくュとにたり主+5

(D早期発男!・見守 リネ ッ トワーク

住民が度待つ防 !上、早期発兄、見守 りを行 う機能を持イ)キントワ~夕 ですと
具体的に!よ、中治町会や民生委員 ・児童委ダ1、社会福社協議会をは じめ、地域

梓発活動を担 うボランティアが、高齢者との普段の関わ りや、住民の生活に密着
した立場から相談を受ける中で、生活の変化に気づき、その情報を11城包括支i髪
センター|こ伝文_るようなネ ットワークを構築 していきます=

また、地域社会から孤立 しがちな高齢者や家族に対 して、民生委員や近隣住民
が関′さを持 え)ながら見守 りを続けることで虐待の防止につながったり、,待 が疑
われるような場合でも早期に発見 し適切な対応を取ることによって問題が深夕|
化する前に支援することに走)つなが ります。

葛飾区には、一人暮 らしの高齢者が住みなれた地域で安フトして暮 らし続けられ
るよう、地域全体で見守 り、支援十る仕組みととンて、 「かつ しかあんしんネット
ワーク事業」があります。このネッ トワークを活用 し、

一人暮 らL/の高齢者のみ
ならず、支援の老、要な高齢者す/くてに対象を拡大 し、高齢者虐待防止に向けて早
期発見 ・見守 り体制が取れ るよう関係機関との連携 ・協力に努めていきます3

また、新たに社会福祉協議会による小地域福祉活動で、虐待について知ってい
ただき、心配lfことがあォしば関係機関に相談 されるように取 り組みます.

部
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②保健医療福祉サービス介八ネ ットワーダ

高齢者フヽ、,)虐待予防 ・養護者等σD介護負担の軽減等に向けてどのように対ルぷす

るかをチー…ン、として検討 し、具体的な支援を行っていく機能をモDちます3具 体的

には地域包嘉支援センターが中心となって、将宅介護支援事業所、介護サービス

事業者、真療機門などの関係する専門職員で地域ケア会議などを開催 し、支援 し

ていきま
―
l‐i

③関係専門機関介入支援ネットフーク

虐待問題の解決にあた り、専F号的な対応を老、要 とする場合に、協力を得るため
')不ッ トワー=夕で

す
F 3`

特に、養護者tとよる高齢者をそキを受けた店i齢者の生命または身体に危険が,1二じ

ている場合や与すたその他使権債務整弾などの問題解決が必要な場合など、警祭、

法律関係者たさf■ 専P可機関 。事明職や、精神与t健分野の中門機関年 1連 ヤ■を及|り

上
一
■.

12)高 齢者虐待防止ネッ トワータ連首委員会

上の季其会tittF☆経験者、に師、キftt i、Ff rlド「会連合会、

|1会、警祭材、ナ予
′マネじデ十~及 びすド江十一 iギス事来者に隣3→

||~ごを`まギ
~.

名飾区高齢:十i =持|う与止計1車F、1十ヽ応 ギニュアルt :〕策定をイすいます.ま た、:葛付|十i水:ギち
i子程待防 I i  f l  F l i t iよテt ,‐る事業の推i工1 'わと年を竹fけする! |とt )に、十占i苗令ⅢI者イ十LⅢ Ⅲl i

tットリー 1 /■1吉葉の検f寸やi t t i齢イギt Fキ十力生キ|ントiプ~ク のと:′占千・i調整を行■ まヽす

てお)高 齢者た持防止ネ ッ トワーク庁内連絡会

::齢者虐待IL I工汁声iの策定や托i生をするため、橋社lib長を庄長 とと、政策企庫i誤

||、人権推述fヤi=、1地域振興課長、1言i社管理諜長、介護保険課長、lH生汽課長、夜

十活課長、金田|わt健センター所長を委員とする庁内連絡会を設置L′、吉1同事業謂牲

ti生行官
‐理を行 )ていきます3

(4)地 域包描支援センター

平成 上8年 ブ'fド護保険法改正で新設 された しくみで、地域支援事業等を実施 ヒ″、

屯域住民の′とヽ身″1健康の保持および生活の安定のために老、要な援助を行 うことに

すり、地域σ)高齢者の保健医療のいjとお よび福れとの増進を包括的に支援することを

1的 としてい工す.「地域における終合的なマ ネジメン トを担 う中核機関」 と仕置
づtナられ、保険十である市町村が介護保険事業計画で設定した 日常生活園域 ごとに
lヶ所設置するこ_とが日標 とされています.本 区では、高齢者の支援 ・神談窓口と

1_て、7ヶ 所のヤンターと6ヶ 所のセンターの分宝を設置 していますこ設置者|よ区
か',委託を受tナた法人ですも

地域包括支技ヤンターでは、社会福祉土、保健師、主任ケアマネジャーなどが中

島
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なって、以 Ft中業拷 を担っています.

(1)介護予防ケアマネジメン ト事業(介護保険法 115条の 44第 1項第 2号ハ)
・高齢者が介首を受ける生活にならないように、リスクのある高齢者を発見

とン、介護 予町FI事実につなげる

0総 合相談支iた卒業(介護保険法 115条 の 44第 1項 第 3号 )
・総合榊談や!11岐"ネ ットワークを構築 ヒン、要援護者の早期若兄につた|デる
0権 利擁護申:業て介護保険法 115条 の 44第 1項 第 4号 )
。悪質商法|=fiる技害防止啓チこ活動やせ待問題才ヽ、(わ'+1談・支援など
■包楢的 ・朴Tt此マネジャ文ン ト事業(介護保険法 11う条の 44第 1項 第 5,
"支援困難事ⅢⅢの相談、タイマネジャーン、の支援な ど

2)に さ1事業(介f隼4■喰法 115条 の 44第 2項 )

■家族介f輩母=事 業

家族介荘イitiゃ 認角1たI夕炊会
||ド

成 tiより介護技術や方法を弓々ぶ機会を
‖供 t,たリャⅢⅢl口山に支援する

|;|そ の他■半(■f章!lt険法 11あ条ブ,4あ第 1項 )

●介護予し'事■汁及昨奄

,白 主活動育■t

地域αp高持者の介護予防r苔 する!li活 動を支援する
1)介 護予こう支援 事業(介護保険法 1布 兵め 20第 1項 )
。要支援者fl介誇 予防ケT′ |テン作成 。実イ」・評価
,一部を|:ltドtすド護支援申とすたの契れ

|
狙

れ方を介護 している家族の会があり二十

、言舌し命t 、ヽ経験をもtrにけ,千と′★LI'、

手を と|デて 1/よった り、きついことを声=
レー トしないで済みますと介護者の桁神

■|!|た りと′ますi t収ば:ど`があると、つい
.ri tt t才て しまう工〔!,ミあって t)、工Iスカ

ⅢⅢ Ⅲ― 卜に大ネi t 十安i l 」を果た しています

ti年、必1は地域化ヽi支援 t子ンターの中立 …公正な運営を確保するため、学識経験
イ.介 護保険サー tlス桂供事業EIT●医師 。ケアマネジャー 。第 一号

ハ
被保険者 。第 :L

j・,lit険者など幅!iい唇の代表を委員 として、地域包括支援センター運営協議会を
11モt/ていますを

丸針匹では、地域包括支援センターを、高齢者虐待防止 ネノトワ~ク を構築する
|ギ'と して位置づtギていますcな お、権利擁護事業は社会福祉士が担 うことになっ
=い よす3本 区で|よ、地域包括支援センターの社会福祉士等が中心となって、高齢
千f差待に対 して、「<や 関係機関と協力(ィ、ギ

ー
みやかに対応できるように取 り組んで

キヽます
~3
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(5)権 利擁護センターかつ しか (しっか リサポー ト)
tヽl町能力が不 十分な高齢者や障害者の権利行使を総合的…一

体的に支援するため、
十食福祉協議会が、福■サー ビスの利用に関する苦情相談や戒年後 F/i.制度の利用相
汽 =Lよじるととも|と、戒年後見制度の利用支援を行います.

■戒 19年 度か ,)、社会福祉協議会が法人後見人を受任 しています.

(3)警 祭署

普供署長は、に長かI,援助を求め,,れ、必要と認めえ,オ1′た場合、所属の警察官に
対
‐|ン、警察官職務執行状その他の法令げ〕定めるところによる措置を話 じさせるよう

|ギ,rFければならないとされています。本匹|よ、警祭者と綿密な連携を図 り、高齢
|た イfr〕予防 ・防 !上に1支リホIとんでいき計 ,

)民 生委員 ,児童姿虫

■=員 ・児童=二1に、厚生労働大1丁から委嘱されたボランテ ィアで、地域の中
十,|と全般|工か■Ⅲ Ⅲli,iや支援を行い、工ゃ1判係機関と1)橋掟 tャ′役lr i)■イ,てい

,tt生委致 ・,T:ユ■fitよ、「ヨ頃の1モ4二■長活動を十五か し、高齢者を待をネ然に
■るとたもi二干1村在比に|れ力するデ■r)に、とユナ観奄兄 ・:『」守 中ネッ ト,メークにな
tい ます「民生■|ユ・ザこ七委員なtiじうftt Lンた関係幾開 上"連 携1士、庁特|れ1
(fi―|ギ引よイ車声Ⅲウ〔十わtメ'上考文てい1+ギ

嘉 恐章 区の役観 と高齢者虐待防止事業

丙の役割

i奇齢者|ま特防 IL・養言そ者支援法

百齢者程待をt■ f

■ヽ及び助言の生i

(以 下ど!律‐名有峰)
i =齢=′,保f警のたすゃ、高齢者及び差誰イに対 t_て、打談、

i=い者虐待に関する特談恋[]1士、身近な村談窓口とにンて、区 (高齢者支援謙高齢
十ヽ談係)、 地域包括支援センター、権利推護センター、警察署などがあ ります

⌒t臣では、度待″,踏止と、差護者にlkりに待を受けた高齢者を保護するため、専
|!L知

識のある職景を増ユ置し、高齢者及び養護者に対 し′て、神談、指導及び助言を
| ‐t i f ヤ十

(十、区は、窓た1とrfる部局や高齢考|:書体対応協力者の名弥を明らかにするなど
こ-1り、周知を行わなi!ればならないとされています3(高 齢者慎待防止 ・養護者
::技法第 6条 、第 1ユ兵、第 18条)
ヤ|どお、医は要介談i革を調査員、介護支援専門里、介護サービス事業者、民生委員 ・

|:式そ員など高締者tこ接する機会が多い人た ,々が、高齢者虐待に関する相談窓「1に
ヽ封=1連絡できる(丈うにな く周知していきます3

AII、高齢者唐待1対応協力者の う',適当と認められるものに、相談、指導、及び
■ri、通報又は届|||の受理、高齢者の安全の確認その他通報文は届出に係る事実権

一
７

一

【＝

〕



i」のための措置並びに養護者の負担の妊減J)ための措置に関する事務の全部文|七た
一申1を委託できます,ま た、関係する職員|よ、正当な理由なく委託を受けた事務に

明して知 り得た秘密を馬らす こと|モ丈て
｀
き|【せんti(高齢者虐待防止 ・養護者支援法

常 i F 条)

i邑報文は高持をかi)の養護者による高齢者に待を,そけた舌の届lLIHを受tすたと

■に、速やかに、!1言夕高齢者の安全の確認 その他当該通報itt tま届と上1に係る革英
↓)確認のための対世を話ずるとと1)に、匹と連携脇方する者 (以下 「高齢子t
it対応協力者 |と , うヽ!,)とその対麻について1務議を行 う。

■肯1者に待の導 十ii宝 |ナた時は、速やかIIヽ該高齢者の安全を確言愁するとを1)|ご
】主"対 "ホの協議をFi, まヽす3当 該高齢者の安全の確認や今後の対応ブ)協議Ft主、十
一ど、、イク

:ローチち`すとキモ(ち|せるとt!rt)|‐二、事1海ケ!卜■‐野!手|1貞tすマエニ子エアルtこ基ヤづいて、i4

1モ)、=tとになりi=|↓

1 1再9条 第 2項 は1占 ,一 時保護、筈‖1請対()

4キiド文は,身体 tこと大な丘f険が|二じ ご↓ヽ もおそれがあるとf″gめ ,,1しる高齢千 な
|=的に保語するた,■)、|を人|=期人,li托我牛tiノ(所さ■ るな ど、i芭,】|、二、ヤ人福

■とT!1 0条 め て1年 1項若 しく|よ第 11条第 1収 の規せli t kる様 置 (やすPを得た「い

手141 1 =よるJti置〕を:干じ、又tま道 切|ユ、1刊121第32条 の規定により春||」̀ア〕請求 r戒

や子rを作芋なt十斉ど|に.kる!占置ば'1舌十11た

平成 12年 ケ|サ十1安| ,そ険制度導 ア、t=より、

置か を,契れ |■■技:とな りま した! と,ヽし

な公的サー ビ子 が提供 さ,■る必要が■)り

る |やむを件ない事 由による措置 !は 、

設けらオR tt Lィナ|‐

介謹サー ビスの提供の仕紅みが培

、高齢者虐待への対応な ど、道iダj

よす。老 人福祉法に規定 され てい

そ ういつた状洗に対応す るために

ソiD↓ヽ
~て

成年後兄制度F)活用について

現在の成年後 雅帝」度は、認知症、■1的障害、精神障害などにより、判断

能力が不+分 な人の保護を図るため、民法の一
部改1二等によい F成 12年 4

月にスター ト|_たt)のですc

高齢者に待ン、め対応に関 し′て、認知症等によって高齢者本人の判断能力が

，
９



不十分な状荘の場合には、成年後見怖J度の活用が 一つの有効な支援手段 と
な ります=成 年後見人や保佐人、補助人が選任 されることによって、本人
の意思を代弁 |て 虐待 を行っている親族等 との調整を行 うことができますこ
成年後ダと

‐l,立ては、原則 としてE/El親等以内の親族が家庭裁判所に対 t/て
行 うこととされ―ていますが、規族が中立てを しない:場合または親族がいな
い場合は、規族に代わって区長が中立てをすることができます。

高齢者虐待 を受 |ナた高赫者 について「を人福社法第 10条 の 4第 1項第 3号 又よ
11条第 1項 第 1与本

者 とンく出第 2号 (やすPを得ない事 由による特 置)を 採 る
7‐‐

こ̀ 必要な居室を確保す るための村量を講 じる i)のとす るて

i 柿ヽ者虐待防 t11。差鷲古支援法第 9条 第 2求 の人所年ブ)措置|ェ1、そのための,生
i11,rf相意 され こ

‐
十■力十デ掌効性がないえiめ、Xに 1必要な中1宝を確保す る☆1め

'11+■を謂 じる」lj Ⅲ■t:れてい F=す と`わゆる fン‐ルター |の確保1/1規せです.
i房 々腎室 と|す、古 |【“期人1方施設やを '、1言fれL法第 5条 の 2第 1項 の厚生労働名

｀

~riめ
る施設、藻芦 =末 ホーユ、や、特】1養整者人本一ゴ、な ,,)施 設をいい、と,′

Ⅲ ⅢⅢ:技の増設くつ官 :t ttrゎ拡 大がなされ,な↓すね!ずな らない とき,1/ています.
本ti=!よ、上記のお伍設″)子舌用上をもに、 虐前のシェル ターを設十二しています|

|‐L命文は身体11=大 な危険か生 じているおそれがあると認めるとモは、地域
“五支援センイF-4'最 :二その他げ)高持者の福社に関する=;事務に従事ギ

~る
峨 兵を

t こ`、li該iキ;齢キ"|!十チittti将所に立ち入り、必要な調査文ti質賠1をさせ るこ
|が ごきるこ

|二人 り及び嗣■1文IIk質問を行 う場合、当該職虫は、その身分を示す言H明言を
性持 tン、関係=す)請求があるときは、 工ねを舞示 しなければならない.

この立人り及子ド調査文は質問を行 う権眼は、犯罪捜査のために認められたtぅ
亨′1-1角千称tヒ/て!すち=,lr t 。ヽ

■持者に待への対応1士、虐待者や被桟待者の理角年を得なが,)進めることが基本で
',と か し、様 々な:方法で支援を試みてや)程待者の理解が得 I)れず、高齢者の安否
‐→■=よや必要な援J」"実 施ができない場合で、高齢者の生命や身体の最大な危険が
1■ 懸念 される場合工1士、高齢者嘆待防li・養護者支援法第 H条 により迅速に、
■,,「!二立ち入り、必要な調査又は質問をすることにな ります。

i氏 調査の実施i二i)たっては、高齢者本人の意思を事前に確認 しておくほか、関
|ネ牲健との連携や受tテ入淑″先の確保など、事前準備などを確実に行い、計画的に進
い 子いきますぅ

=☆:、本条に基づ<立 入 り及び調査文tま質問は、犯罪捜査のために行われるt)の
「tiなく、あくまで声i齢者の生命 ・身体の保護のために行われる丈ぅのであると解 さ
|!rt, まヽ

ヤ
ナを

一
舛
　

十
ｌｒぅ

ワ

】
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す

~る

援 助 要 語 有

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ― ― ― ― ― ‐一 ― 十 一 一 _可

| 1 0第12条 (警察苫長|工対
V

立入 り及び説在又|モ:質問をさせ ようとする場合においてゼ、要が流)ると認める
■きは、当該治i昨キの任所又は居所フ,所在地を管轄する警祭岩長に対 し援助を
十(めることがで去る.

高齢者の生命丈!士身体の安全の緒ほ1工万全を期する観点から、4と`要に応 じ通
り'tと、警祭幣点i工■it援 助を求めな|すればなどっない=

■代調査の実施|エエ)す1り、養護者等か ら物理的その他の手段による抵抗を受fする
|れ がある場合な=、神奈どの援助が必要とや1断される場合等には、葛飾警祭署
t年.有箸祭!ど長 ギ=I力要市をおこないます,
工"場 合卜k、亀飾学禁者、亀右箸禁者ブ,生活安全課あてに援助依標事を提出」1、

1+う場合を除t十、11ti■説明と立入調 査lr li]する事:前協議を行います.

こ人福祉法 111 , :■|れ る 「やとPを得 な1‐事由によるよよ&|が 摂 られ,た:場合、
首怖区長く・養介誠1lr衣つ長 よ、 1再昨者|ヤ!Fを行 った長f度者について11該|=,やィ
十のだ:会を持1口す る ど■ができモ,

Ⅲ4 + な行 t , てr 、デ1 1 差荘持か ら高侍 イヘの声i 会の中とャ“| が芦, つた場 会1` 二f 士、 ど: 古|

■' | 【六のi 車, よをお仕f をi する たと t , | 二年観白| ] i l i 拓= i r t る 状と I E i うなか 耳→かを' と! キ卓
ず,t十甲当!者 ヽ人

｀
●丁メ沖!Ⅲl'●!よな く、つ 一ス:I託 年でHと章ブ)iirTfir句ぃ riキli路とクi

‐
1  1の 際に1主、「i出Ⅲ者の安全をi最低■!|こJ I定します:

iた 、差介捧晩i注工i t ) i r i会の市」慣をす るこ―!fができ長す!その !につた場 合|ヨi、、
|す■年前に協:義を 1  1Ⅲ…ルをつくっ F_お(必 事が',りま

ヤ
,~ .

|,14条 (養護者の支接)

英護者の負担ギ減のため、養護者|二対する神談、指ヽ及び助=そ の伍芝、要lr
十1世を講ず る 1ず,■→

~る
。

■の措 置 とtt、 養護者 の心身■)】代はに照 らしその養護 の負す1の軽減 をほ|る

11わ率急の必要,かある と認 める場合に市齢者が短期市i養護を受 |するために必要

11柿者虐待へのキ|はで重要なことは、苺待の状態が改善 され,て高齢者本人の権利
ti生がなされるよう|こするととモ)に、家族の様々な負チ11を取 り除いた り、家族間の

|■家調整を行った りすることで、家族が全体として安定 した生活を実現できるよう
|=_支援

▼
することです!

iた 、家族等が、よ:キキであるとい う 「出党 |が ないままに虐待行為を行っている
キ合 |)多く、家族に対する指導や助 語等の働きかけは不可欠です。

i口じく負担軽減7,点l li)に、高齢者が年I期間養護を受けるために必要となる居生を
唯|ヤ|するための持置を説 じるとしています。ここで、確保すべき i居室」は、特別

BI弓



デ:|1者′ナ、ホームゃセ メ、1!却入所施設などの高齢者福祉施設に限定されず、差護者を
1 革`の生1担から解放するため、短期間でも養護者の代わりに高齢者を介護するサー

11■、■提供する施設ヴ)村rFゃ)含とP()のです!

|■i5条 (専門的tr従事する職致の確保)                |

|“齢者の保護及び=護 者に対する支援を適切に実施するために、こねらの手
十々lil専門的に従事ギろ職真を確保する十【う努めなければな,,ない.

i l 1 1 'スタッフの任|■デ'i〆|わ責務 とと.て浮!志されフてい長す.本 | にヽおいては、子!
■ :| :、1来健師、ケアマネジャーなど、高齢者の保護等のギ=落に中円的ti従事す
IⅢ■苗ご置と′ていと :rエイガでありま

｀
十を

!イ !4条 ('喜携跡 々■+1'

■齢を虐待のいぢ!11、■締十の保護及び養護者に対す る支援 を適 ワjに実施す る
十■|二、セ ノ、介護上= 1ヽ言ンヤー

、デi!岐包括支援士 ンターその地関係機 関、丈十苫]
|ふ年 1の 1望携 協力f末判を者備 1夕左t,!!iギな ,,ない.エ ブ)場合|とおい tr、差誇
lrif Iる 高由令者に竹 li[t つヽ

ヤ
でも迅法に ネルぷ

V,′
ることごカミT=ィ Ⅲ.i〔う、 と持|こ興1志し

|―il声ャRIずならなtヽ

■iず)趣旨は、iI li、十イ持者に特に中iF可的!'1はする!11i詳tないし係を設置ギ毛
たtf いヽ1:,オ′し

'ていイⅢとされています 本 瓜|ことjおt てヽ!よ、高齢者支援諜|;怖ヤll荘
_す持考にイキに専F‐1拘ti対方ぷする職,4をよキたせてい I十t
:11.高 齢者支援FI‐1持 吾

‐
相談係|,■各ヤ!j式包村支抜ヤンターを統対する機世

■ 十=、指導 お出|!lt iャ
‐
fよ い りよ !~

■卜,■1とたか,)円1ネキt哨やR情]団体学 と連携 しているとLれ であり士,t芋 註経
キ 11持r、キ護十、キ!卜町会連合会、民生奉犀児七委員協議会、警察署、ケア=・

予十 ~文 び介護十 一itス事業者に「;胃する事業所等などを構成兵とする詩i齢者に
,iネ ットワー ク■lfllモ長会を 18す■5月 に設置しン、関係機関や民間団体とのキ|
',路註、ま筆携体制の柱準をしまt'rぅ

! : :ネ条 (周知)

■i齢者虐待の防止、

る支援に関する1事務ti

体をlT7「l示すること年十二

!十fiギならないA

追報又は各種冨lliのモ理、十寄齢者の保護、養護者に対す
ついての窓|11となる部局及び治i齢者虐待対応協力者の名
より当該部局及び高齢者に待対応協力者を用知させなけ

i宅待の防止、通報文|またE出の受理、高齢者の保護、養護者に対する支援に関する
た事業が、利用者|二知 らオR″ていなければ,ま味がありませ六ノ3
年ヽた士モ)、窓口をけ|ホし、周知の徹底を田るために、バンフレッ トの作成や講演
!)■催など、具体的な措置を講 じていきます.
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【2)高 齢者虐待防止事業

e虐 待の予防に取り組む

(a)講 演会等の開催による普及啓発 (高齢者支援訳)
高齢考■待の理解を促進し、桂待の抑止につなげるために、区氏|二月

―ナ
る普及啓発丁メiめ、講演会やシンホジウユ、を開催 しよすィ

事業 再標 1平 成 24年 度 | 平成 25年 度 1平成 26年 度 |

|あ)先 進的介護十携事業による認知症予防の取 り純み

高齢者ⅢⅢⅢ■ rtぅ介淡をだ、更 |:することlfく、

られるよ チ`1■すド業 予防げ)推進が,■要不 古r欠ですこ

は介誇わと1給iよ内のす卜港 子卜1韓iチfil、ナ 1、り、十やは介詮保崎法内の介護予卜Ⅲ中i次iよIⅢ l J、り、li独声
|ニン,ぃて十)キす1"的 |と革主!としてIIたヽⅢⅢ【づ‐

高齢者虐 待 誇ち|li出1

+発 事業

8■|と的介護 十1/Ⅲ中1に置

1   事  業  ■千

!411打!すブいl ll  ヽ1ャ ー…

:/ノ

|  , 1 ‐! = ,

'】出カ トしな一=―う グ

11)思い出語 り

うシエア笑学校
～脳活クラブヘ

ぼ|~~~〒語i~~「
| ( 1 0 0人

) |

|

1111   1 1[=1

(シエア活動支援センター)
1        事  業  「H 答

1出身のプ(4二十Ⅲコ)返 り掛与 ごコ、や,ま欲 を]孜り硬 t/、す|

1実感 と精神女,とを 得 る工とに1上■,て、1菌の減性化を

促 し、認 1々 1 1つ予防を1去|ウエ十:

' 5 t )リバン 'さをオ|れと′てゴF I身のl T (ン'」| =合才つt ~ t竹
jう輸単な連i動ですを様や院の伸縮運動式ヰ守1中〔,ミtァ,下

動 によ=ぅ子表☆本デ■,打プ」とすヽ
″
ップ

fさ
せ転停!キ■号

・
十1ブ,十

防に役立【 =す =

カロ齢 と共|こ低 ifし′てい く、長期記憶 C短 川記iま、刊

|サF力、理角ギカ十を養い、脳の,キ」生化を図るブtr′ ラ

ン、を行 っていきます !触 覚のヤ ン十一が十i集し.てい

る手指を動か と/た り、グルーブで相談 しなが と,問題

を解いた りと、いろいろな方 とコミュニケー ンコン

を取 りなが i)、よ り表虎_ない悩 を i]指します!

グループで年甘を通 じて定期的十二回想法を行 うこと

で、榊14交流 をⅨiりなが ら、自分 らしさを取 り戻 し、

生 きがいを得、意欲の向 上につなげます!

箭 単な言1算や 古読 な どの学習ブ ログラムを行 い ま

す。 さらに、普段の生活では使わない左右非対称の

動作などを行 うことで、記憶力、半J断力な どを養い

ます。 両 年 代tl)仲間 とσ)コ ミコニケーシ ョンを活′性

化 させ ることで、月尚のな返 りを図 ります.

字
う



( | 十ホ ー ル ウ ォー キヽ■

■サウンドソーす。エ

イアササイズ

!  | ) | 卜と, | ! ( | ,

||ネ〔li五 1柔 ブJ ル庶

,付 護予防批岐パワ
ー集成事業

ギヽ
／

一
ァキ

むしヽ

ゲ

士
キ
ン

2本 のポールを持 ら、 4点 支持で歩 くことにより、

lEヒノい姿勢で前を毘“て歩 くことが可能にな り、楽 tン

みなが らウォーキングをす ることができます.体 幹
バランスを保持す ることで、 日常生活における転倒

予防効果を図 ります。

サ ウン ドフー ノ
'と

い う楽器を使用 することで、音楽

tこ合わせて無r寧な く自然に身体 を動かす ことをができ

ます3ま た、フ
・一プを握 ることで、掟 力 ・手指の筋

力1句Lや 身体の乗軟性 をi葛めます。

中高米の大主な ど、数種類の打英器 を使 つて、ガイ

ドイ生のフフアシ リす
と十一ターーσ)指'■げ)下、 い ろいろたボ!す

ズユ、を楽 しみなが ら、|と体 メズムを率え、心身の リ

ラックスと脳 `子li汽ギニ化を図 りまギ
~3

ラノミーをi辰つたラケ ノ ト
｀
と秒の人ったボ‐―ルを1吏用

と、ゆった り11_た 七
1共

に合オ)せて、中1可t点 ″う,|(

約1思想 と現代ガt技の要兼を融合 させた運動です― イ!

破苦運動 !ス |ン ッチ幼果 で身体の夫軟性 、輸カフ)

雑持 1向上をiイiウー:f〔

浄楽 を効 末ti■ キナ十1し、指生を説か
｀
十
~控

株楽率:減1奏

や リズム トレーーエ↓′十グ年を取 り入才L、再尚の活Jと化 と

!生かな感|とをま,1していキtiづ!

先進的な介護 F・|"事業でti、角1カ 市,1・ Ll想法 。榔

カ トレアーーエンタ
｀
にメDしヽ【、 そ 亨)推進,虫|ヒt′)ため|=、

地サ或|こおいて1式Ftん十LrtN‐山匂lr耳文りlli六フ′Gtヽ十するよう

高姉者 クラIブ‐やi争!台Wださ等rD‖1本を支1安す るボチI

テ ィアの養成 上フォローア プアを係年trrに行しヽ it

平成五奉産
~陣

議 務
~T革

議こと程種
~れ

石こIス

一一一一一一一一一

・

一
一

、「
り

　
一

事業 目標

Ｆ一」一
一一
”

阿想法教主

斬 力向土 トレーギ・ン

グ

月尚カ トレーーエンダ

はい出語 りの会

シエア笑学校 一ヽ樹活

クラブ～

テドーールウォー…キー)

いきいきア3/‐チ

ジング

=11イ

2 ヨ ーース

6 ご1-―,ス

6コ ーーテス

4 手コーー,ス

4 丁1 - ス

1コ ーース

2 コ ー ス

6 コ ー ス

6 コ ー ス

4 コ ー‐ス

4コ ーース

1 コ ー ス

2  i lヽ
一ス

6コ ーース

6ヨ ー ス

4コ ーース

4 コ ー ス

1 コ ー ス

|
|

十 一 上 ―

ハ
わ

つ
け



Ｔ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

クササイズ

1,介 護予坊地サ タ

養成事業

事業 汚標

2 コ ー' ス

1 コ ー ス

2 ご1 ヒース

養成 3チツ

2 コ ー ス

1 ヨ ー ス

2 工 ‐一ス

養 成 1 = ‐ス

: 「ブイ | ] ―ア メノ

t ) i モース

養 成 上「―ス

iブォ r!―チ■ ,「ノ

5コ
‐,ス

′ヽ 1フーー

tc)キ ャラバンメイ トの活用 。認知症サポーターの養蔵 (高齢者支援課)
キャテバンタrィ トとは、認 日々症に対

―
'4‐l if二しい宍口言哉と具体白匂な対すま方法竿なf

■民に伝える読姉|:です。
||=待を予防 サろためには、言愁末ぼ航Fキ砧Ⅲ者に対するとitンい知識や泊切な分護 すす

ⅢIなどについてた経者 ・家族等に理角|さね,るt其う持取れみを行 つていく工とが

ド|、|イで
ヤ
Ⅲて

ホ匹で11 1、言ふ|:■1 1 1対する正 しい:理解促進を目芋青し、 莉 受に氏、小Ⅲ
″
tと生、

|!役十,F職真をf女、|ケ!i古よ知1古二||ボーターカ生成を進めていt!ます.

平成 24年 度 1平 成 25年 度 1平成 26年 度 |

‐42!エ

(12〔)〔)′ブー、)

12河

(l St ) 0  メ(|

| ,ユ'tiあ=tす ラ■ヽ

1夫成証と

プ キ  t7' ｆ
■
「
　

‐

′

―
―
十１

（０

７

　

０

・　

一

１
■
　

■
，
　

一

１

，

　

　

一

′
ヽ

　

一

り 平鋼発見 ・相譲| 神ヽ1を充実 させる

|二)ネ メトワ~rヤ関係者への研修 (高齢者支援課)

十=齢 ギぜ:十,|、1ユ期発見、迅ど4対 応につな|デるためには、t期 的ti研

修会を実比 i、 高齢者虐待の知識 よす生解を深止)ていくごャとが大り」で十!

ホ区で!よ、 ■役所の関係各課般良、介護サー どス事業者、民牛:孝掌ミんtど
への研修合と,t‐期的に開催 ヒ″てい きます.

事業 路標 1平 成 24年 度 1平 成 25年 度 1平 成 26年 度 |

|ネ ッ トワー す |→係者

|ホの研修

T~~~亮ii~~「
~石

i百
~~1

_理型_生__と_lf!空_」
|

2 1 : 1 1

( 1 5 0ノ、)

う高齢者の安全 `安心を確保する

(a)シ ェルターの設置 (高齢者支援課)

i葛齢者に対する虐待が深亥」な状況にあ り、高齢者の導厳を保持する Lで 芦i
齢者の虐待を防止することは極めて重要です。とりわけ、虐待を受けている

高齢者が緊急遊難できるよう、シェル ターの設置が不可欠 となっています。

Ｐ
Ｆ



木区では、に待を受けて緊急に保護 を要すると認められ′た高齢者を安企
!場所を確保するたす」、シェルターを設置 します。

保護 された,葛齢者に対 しては、心理的外傷を取 り除き、今後の自立につな
|テデるため、専門ば)資格を有する相談員 (カウンセラー等)を 派遣するなど′r」ヽ
ti'ケアをイ子t ■ヽ 'っ

なお、このシコ′ルターは徘徊高齢者の 一時保護施設として t)活用 Lrていま

1  事 業 目標   ‐ 平成 24年 度 1平 成 25年 度 | 1`な成 26年 度 !
|                                 l                i             「

_ _ _    !              |― 一 ―    ― 一 ― キ ー

■   ―

一  十 ~ ~ ―  _ _ 十 一  一 _■ _ _ _ _ _ _  ― ― ― ― ― 一 」

齢  1 陥  | 1体 枝  |
ンifルターーのf受i■|

(1か 所)         |       |      |

(む )養 護老人ホーダ、一の率急八所措置 (高齢者支援謀)

■待 を受|;=禁 i、iと保護 を要すると語冷 ,"れた津i怖者を安 令な坊■ お

lti保~するたプ,、 す=を 人ホ十~ム′ヽF'野1争ブ、「チ|を行います■

事業目標  1平 成 24年度 1平成 2あ年度 1平成 26年度 |

!や 番を得ない持置_ll実施 (高齢者支援課)

と待など1/1rii11ェと、り、契約によって必要な介護サー ビスをうけることが

難 し↓ヽ 65歳 以、11つヽ 皆付をを特丹|!差:草を人ホーーム竿!二持置をと_/、サー LSスすう

十1!用に汽午てが夕つ|ナエ十■

事業目標   1平 成 24年 度 1平 成 25年 度 1平成 26年 度

やむを得ない士:キ|ミ1  継 続   1  継 統   1  継 続
|           |

(11差護者等を支援する

| 齢ヽ者に待防止・養護者支援法は、十ヨ待 されている高齢者への救済だけでなく、

主F章者r、、の支援も親11どにています。

111キは、養護者が|ギ|1的、身体的、経済的に疲弊 した中で起きます。そのため、

■持～キ虐待を防止するた1めには、養護者のス トレスを解消した り、介護保険市J度

■!i tiめ、様々なサー ,ス や制度等の活用、さらに、新たに介護負担の軽減をす

る推策を展開するこ!:がィgg‐要です.

38



a)一 時介護事業の業施 (高齢者支援課)
養護者のス トレスの解消や介護負±1を軽減するための一時介護事業を定期

Ⅲし、計画的|こ利用することにより、表護者|こよる高齢者「ま待を防止することが
できると考え声,れ′よ

‐
ナ,

そのため!irrとかェ)難れられずにいるご家族を、一時的に、一定の期間、声i
おⅢ者の介護か,,解放TIる事によって日眼の″直ヽ身の疲れを画復し、iよった一定、つ
|■るようにギるたF)、休′国、や外出などの私的難由による一時介護事業を実施 し
' t 十

年度 1平 成 25年 度 1平成 26年 度

人

ⅢIシ ョー トスデ イ事業の実施 (高齢有支援課)

介誰を し
‐
rt―■)養逆 者の 刃L長げ,心11れf)介護,ォ1の iば在を :ギ的 |と、特耳!差縫

イメ、ホーム竿―■i昨者 を 一定期間お rlⅢⅢ t′ます.

‐一―一     ―  ―  ―    一 _ _ 千~ ~  ~    ~  ヤ ー     ‐ ――

事業 指標   !平 成 24午 賃

R4メ 、

「　
―
―
―
‐

「
…
―
―
‐

―愚

　

　

一

４

　

　

！

４

一

２

一

成

一

平

一一‐‐十一‐一”“‐‐‐十一

一　

一
一
　

一

一

事
　
　
一

，イ
　
ハ
〕
　
　
一

！ャ
年一　！

ｉｒ

【也

　

一

一
鍋
一

コ

の
　
一

ンヽ
業

一

48ノ 【 18ノ(

84ノ 【

(Ⅲ 夜聞対応型訪朋介護 ・随時訪間介護 (介護保険課)

夜間の排せつ|'卜11ちゃ菜の服用は、養護右にとって,【きな負担であり、介益戒
tt′ブ)大きな要レことなっていますこ本匹で十す、平成 18年 度か ,D介護保険の地域
■i岩型サー ビス|:1.て、夜問キ!‐応型訪早打介護を実施 t/ていますご撃介経 1以 ト
')高齢者を対象に、夜間の定期訪問 ・連報による随時訪l可介護を実施するサー

rス ですc i再ェ丈21年 度か ,,は、匹独自サ‐一どスとして夜問対応型言お問介護に

てヽ録 した方を対象|二、民間についてtj通報による随時訪問介護を提供 tンていま
, (24日 寺間訪|1可すド護:・/援 )

鴨熟!幕語麹

留Wを最11_堅

84
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id)心 のケア事業の実施 (高齢者支援課)

高齢者虚待の メカエズムはまだよくわか らない部分がた くさんあ ります.
なぜ、虐待を して Lよ うのか。 この問題は大 きな課題であ ります。

亡待を受け汁 再齢をの保護や養護者の負担軽減策だけではな く、度待を し
て L/まう可能|■ブ,|=い養護者 への メンタルケア tD大事な要素 となってきま
す,そ のために、資護者か えっの相談を積極的に受 け止め、心のケア事業実施
することにより、差護者のス トレスをな くしてい く取 り組みを行 っていきま
‐J

事業 目標 平成 24年 度 | 平成 25度  1平 成 26年 度

] 0 人 1 0 人

→)24時 間=語 禅談の実施 (高齢者支援課)
に待を早期1子と|を,こ!し、i架亥」化をけr てヽ

｀
ために tD、1章待を'支けてにヽる高飾者 :J

ヤや差護者が気にたいつでも相談できる蝶亮を整備 するこ_十が求められて
, 1ヽ!〔―す

‐
.

占i齢者
‐
に待|ェ主女ば:の中で千fわオ1る 工tとん`‐多く、とそ手してt るヽ人は,たそ!|をt/

1f tるヽとしヽ ち志識が|「かナギュリ、を待を受けていz6高貯令古はすた待を していろ
女昨fをかばって、すゃの事実を誌え、ない傾 向があ ります―

潟飾工でtュ、|,ユ| 刊ヽケ,充実を賞るために、革こ成 18年 11メ11:]よ Ⅲ、■
イヤ|二1輔する神技をi五十る 24時 間電話れ1談事業を開始 |ンています

~,

■成 21年 度Ⅲ i′!‐t、対象を拡土 とン、介護などに関する符談を
「
介護IRっ

七
I:4時

間電話 l titi'付 けていよす_

i ~十

一 一 一 一 _― ― 一 ― 一

 千   ~~~~~―

― ―  ― ― ―

]―

― 一 ~~ヤ ~~一 ―

事業 目標 1 平 成 24度 平成 25年 度 平成 26年 度 |

―r t 、のヶァ■‐単て

' t i
|

]_0ノ、

1   相 談件数   1   7 2件
得，

一
年
ｒ 724牛

0千 ―ムアプローチを強化する (高齢者支援課)

(a)高 齢者虐待防止ネッ トワーク運営委員会の開催
高齢者虐待t:|よ、家族や本人が問題を重複 して抱えていることも少な

くないこと, らヽ、高齢者虐待防 止ネッ トワーク運営委員会の開催をはじ
め、区役所隣係各課や医療機関、介護サービス事業者などの関係機関に
事業の同知 と主=携 を強化 します.
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匡:~::1頁=111了=::|,1=下=孝 平成 26年 度

31可

(わ)地 域ケア会議の実施

1色待ケー スの支援に関 して、開係職在の情報共有をlKlり、関係者の連携を

英 くため|二、地域色橋支援センターケ)iiti住よる地域ケア会議を実施 Lンます.

1 1妄韮ふ藻 1~手巌あと1革茂五1産 1:茂をど石岳「
| 一

 ― ―    ― 一 一 ― 一

十

一 十 一 十 一 _ _ _ | _ _ _ _ _ 十 一 一 ヤ   _ 十 _ _ _ _ 十 _ _ _ _ ― 」

1慨
ケ 会議

 1 続
 1 悔  1 悔  |

(c)う F修会、 ■f筑検討会

必:役所 内サ)1'係各胡職 貝、地域化摘 支援セ ンイー職員 介 訂十一 rス ■

kの 従事オブ!!!i二対 t,、工 |,よい場力亀係 、|十11ヤ)校副″ヅ町年をスキ'デ
′

ッフヤ),1す,、 ⅢIじ会や 事|"|1食i手!会を竹i】よすュ
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資料について、厚生労働省H22調 査結果がまだ

発表 されていないため空欄 となっている.ま

た、文章内のデータについても最新調査結果に

書き換える予定.

3 0 1財)

まヽす。

第ャi部 養 介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等

第 :章  養 介護施設従事者による高齢者虐待の実態

■■ザす働省発表の 卜1成 21年 度高齢者虐待の防!と、高齢者の養護者に対する

文章な!|に関する法律に基づ く対応状況等に関する調査結果 1(平成 22年 11月

2す|1井友)によると、平成 21年 度の養介護施設従事者による1蔑齢者虐待に関す

【)1孜 じ逸報の総数は、4〔)尋件です。

|―ⅢⅢち虐待の事ダが認めら液′たのは、76件 で 1メた。

たi齢者虐待の概要

→停談 ・連報者

i宝報の害,合は ,1伐 21年 度をみるとと同で↓す、導該施設職員が

!多 く、次に家技・縦及 257%、 ヽ該施設元職景が 12.5%となって,

111技・通報者

金 園

瞬讐千=士 ¬韮 土 室
明 (匿名含む )

301托

257%

実相談件数

2 位 以 下 は 四 捨 五 入 。
X相 談 "通報 者 は重複 して計 上 してぃる。

９
ん

イ
士



12)虐 待のあつた葉介護施設および従学者の概要

O施 設 ・事業所の種別

虐待の事実が,1イ)られた施設 '事業所は、平成 21年 度をみると全国で

は、特別養護イナ、ホームが 30,3夕)、認知症対応型共同生活介護が 22.4%

となつています.

虐待のあったと介護施設の概要

全国

21年度 22年度

件数 害J含

特別養護老人ホーム つ
θ

う
と 303%

介護老人保健施設 14J5%

介護療養型医療施設 2 26%

認知症対応型共関生活介叢 22.4%

有料老人ホーム 7 9230

小規模多機能型層宅介護
う
と 28%

軽費老人ホーム 1 133/0

養護を人ホーム ネ２ 26% |

短期入所施設
食

） 3.9%

訪閥介護、訪商入お弁護
つ
０ 3Ⅲ9%

老人デイサービスヤンケー 命
進 2800

特定施設入震霜生差す護
（
も 89%

合計
資
ロ 10000/0

葛飾区
21年度件数 22年度件数

特別養護老人ホーム 0 1

介護老人保健施設 0 0

養護老人ホーム 0
へ
Ｕ

短期入所施設 1 0

老人デイサービスセンター 0 0

合計 1 1

※小数点第2位以下は四捨五入。

■)li【い 厚生労働省発京 it齢 者虐待の防 に、高締者7_l養護者に対する支援などに賞する法律に基づく

草|,■状況牛に関する減十11,と|
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第 2章  養 介護施設従事者等による「寄齢者虐待防止等のための措置

if`怖者虐待防止 ・養護者支援法は、在宅の高齢者だけでなく、養介護施設等を

中iギする「弓齢者に対する、施設の職員等からの虐待を防上とすることも定めていま
す

代介護施設従事者等tiよる様待を防止するためには、職員等に対する虐待防止

1下1対する研修の実施 とと1)に、養介護施設の利用やサービスにおける利用者等か

|】tr'I情処理体制の雑休が不可欠です。

11 lrの十情処理制度 lrして、厚生労働省1/7発した 「社会福祉事業の経営者l~

す::すi,iサ ービスに関する苦情対応の仕組みについて (権金|)1に 基づいて設

戸il十七■:いる 『第二者チ!ミゴや、都道府県社会福れと協議会の設置による、利用

Fi―|,!|キ憶を解決す る戦啓iとしての F福社サービス運t適 正化委員会』があ

牛 ||す!iた 、田民私彗Iユ保険|』体連合会では、介護保険法に基づき、事業イの

十■するサービスに開 するキ席などを受け付↓するキ業をお工なっています.

■ ―tti、本区では、杭社サー ビスに関するキT晴を公正 ・中立な立場で調整する

十i■'トービス苦情満整委員_1持」度を設けてユiり、養介護施設等利用者及び家族

1 fヽi■,神育に対応 じ
~て

います.ま た、養介護施設竿を定期的に訪門ヒン、和1,日有
1‐〕ザービスについての不満や不安を聞き取り、施設 との橋渡 しを行 うことで

'11を末然に防き、十一ビスの向 上を図る 「十護相談長 1事 業を実施するな !ギ、

■江■,サ従事者等t=11る高齢者虐待の牽 鬼・予防のための持置を講じてお り土

第 i キヽ 養 介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等

■↑誘施設従事者等ti i【るば待を防止ヒするため、養介護施設従学者等が勤務先

,■il てヽ、養介護施設従事者牛による高齢吉農待を受けたと思われる高齢者を発

力 十ィ11場合の通報義務を規定しました。区!す、この遼報を受けた場合には、区単

独Ⅲ t/くは都などと協力 Lィて、養介護施設年に対 して事実確認等の調査を実施 し

ま ! |

i十 、Xは 、①養介護施設等の名称、所在、種別、②虐待を受けたと思われる

おi持キ″)性別、年齢、0柱 待の種別、内容、発生要因などを、都に報告します。
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第4章  養 介護施設等の適正な運営の確保のための取組み

掟介護施設等のよ庭iltな運営を確保す るため、都 との連携による指導の強化に努

|,主す。また、地域密1若型サー ビス事業者については、区に事業者指定 ・運営格

■の権限があるので、人員配置基準が守 ら瀬ナているか、良好なケアがなされてい

るか、適正な給付がそiわれているか等を確認す るため、定期的な事業者指導や立

A、市れた等を実施 Lよ
‐
Ⅲ.

'た 、サー ビスのr〔t)確保 を図るため、第 |二者が 一定の基準に基づき、言|二価を

■ |十 福社サー ビス年fI者 評価 Jの 受審 をどき続 き従進 してまい りまする
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恩ｒビ
評

辞」
貯

第
資料編

1 地 域包括支援センター担当地域一覧
(平成23年11月1ほ～)

地域包括支援センター 新 宿
(新宿2-1 6 - 4 )

転言喬382 6 - 8 7 2 6  F A X  3 8 3 6 - - 8 7 2 5

域

域

金
．

含

打
難
芳
‥
‐主
進
静
鉾
…
打
沖
錯
Ｆ
推

会 襲

1′やをお

合 域

1 9～ 2 2

令 域

i  r

十■i l 号

ゴ■ !

| ■' |

アヽ ,■

工 ★宣

町
‐
rl■ || |‐ |

犠騒番号
i 、2 r 目

3 丁爵

4～ 5T目

lr目

2 ～6 T 自

全 域

とと頑包福支援センケー新宿 金 町分室
(東金Br l‐- 3 6 -  1   1 0勢

1幕i岳電38 2 6 - 5 0 3 1  , A X 3 8 2 6 - 5 0 3 2

町 T 犠区替号
6 T 雷

l T 薗

2 丁目

地域包 摘支 援センター 踊 観
(幅切 2- 6 6 - 1 7 )

電 話 36 0 7 -フ 8 1 5  津A X  3 6 9フー78 6 2

地域包指支援センター堀切 お花茶屋分室
千由鳥1-12-20石 倉ビル1皓)

電言苦8 6 7 1‐- 2 4 7 1  = A X  5 G 7 1 - - 2 4 7 2

i 9

1 ～ 4 ( 2 ● - 2 2

1

|  | |  ‐ 町T  I ■
‐

堀切   け=岳目
宝 「l R    l T 目

′ヽ 含

|■ ■■衛曜番号
2～ 42

合 戒

3ヽ 思

合 域

1-20

1～ 52、55～ 60

1-7、 15～ 20、 33

全 域

合 域

1～2、13～1ら、24～ 32

全 域

l T目

西需有   2丁 目
3 丁目

お花茶屋

白 鳥   古落
目

iA i   地 域包括支援センター 水 元
(水元 1-26-2碗

電言舌382 6 - 2 4 1 9  F A X  8 8 2 6 - 2 3 6 4

F【F子
~理

覆羽茅訂花至憲:巨i藤詠穫環顔岳言岳ヨ
(東舎町1-2 2 - 1金 町地区センター回ビー)

町T II■  ■ ■  ■ 笛1庭碁号|■

3～ 6丁 目

■▼iる

5～ 1 9 . 2 お ヤ4 1

全 域

地域包括支援センター 育 戸
(青戸3-13-19)

電言番5629-5719 FAX 5629-5718

|‐‐ ‐
■窃区番号 | ‐

4～ 6、7(3～ 7)、8～ 22

1～ 17、 19

4 、5 丁目  全 域

3丁 目    3～ 12、17～23

4丁 目   舎 域

地域包括支援センター青戸 亀有分ぞ
(穐有4-4 0 - 6 )

.岳
i:舌6240‐ -7630 「 AX 6240--7638

5 3‐ ‐5 4

8 ～ 千4 , 2 1 ～3 2 、

全 域

ェ■ !   地 域包括支援センター 品 砂
(高砂3-27-セ )

1壁ま宮5880-8600 FAX 58a中 一ヽ8601
‐鶏TI I■ ■|‐ |1奪 藤番号‐|

, ～4 T 目   全 域

会 域

地域包括支援センター高砂 装又分室
(柴又キー47-ア ー lo2ナ

竜こ舌587 6 +‐95 3 1  F A X  L 4 8 7 6 - 9 5 3 2

6A I  地 域包括支援センター 寅四つ木
(東四つ末2 - 2 7 - 1 )

電信語 5698ヽ-2204 FAX 5698-2170

11町■| |||■||‐| |■!寄区者与|‐|

地域包括支援センター東四つ木 立石分ま
(立石1-9 - 1 2 - 1 0 2 )

震3:活6657-6140 FAX 6657-6141

111 11‐ 1軒す ||■  ‐‐|‐■‐ ■ |1争 墓番■ ‐|‐|
立 石       全 域

l T 目    全 域

青 戸   2丁
目    1～ 3、7(1～2、8～ 17)

3丁 目    20～ 41

6 丁目    1 ( 1 ～ 3 、1 4 ～1 7 )

町    1王貿    1～ ?ど6～27

域

域

域

全

全

全

ア||:   地 域包括支援センター 奥 戸
(奥戸3-25-1〕

亀言き5670-5212 FAX 5670-1489

丁ぶ!  地 域包括支援センター奥戸 新小岩分室
(判予′! 岩ヽ2 - 1 0 - 1 5 - 1 0 4 )

i話言古587 9 - 9 3 2 8  F A X 5 8 7 9 - - 9 3 2 9

購fl l■■■|| ‐ 1 寄 区番号■

貫新小さ

難1登
岩          全 顎

主 |｀
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地城 括支援センター担当地域

4AI地域包括支援センター

蕎戸

イ題地域包括支援センター

蕎戸 亀 有分墾

「4A轟轟姦あ票可
L___堕 __1

1 匝∃
地域包括支援センター

 |
1水元 金 卿出張相談窓□ |

1匹在地域出括支援センター
|

新宿     |

t陸
愚帥域担

青
支

野
セ

γ
智―

題題地域包括支援センター
|

1    融    |

1暦 地域倒括支援センター |

庖砂 柴 叉分雲

:基1地域包括支援センター

堀切

顕 ]地域包括支援センター

嘘概 浦 花茶屋分釜

■■4hl域包括支援センター

|ョ地域包描支援センター

夷四つ本 立 石分窒

rA地域包括支援センター

奥戸

Fは建曖包括支援センター

換声 新 小岩分窒

,―司荘 キ

4A

A… 地域旬括支援センター

魯…分豊

C… 出張撮談憩田

(開設時間能ついては  ,

お簡い合わせください)|

|
|

閣い合わせ

葛飾区役所 高齢者支援課 高齢者相談係
住所立伍5-13-1売 飾区役所2階

電言舌5654-8257  FAX 5698-15811

戸
ｒ



と ,キ齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対'~る支援等に関する法律

(平成 |七年十 ‐月九日法律第白!!二十pLl巧小)

柴 :iと  総 貝J

雰11‐条 い1的)

|''t律 は、高齢若に持する|=待が深刻な状況にあり、iち齢者の尊厳の保持にとって高

性 |||よJする虐待を防士Lす る工とがfHJめて重要であること竿にかんがみ、i句齢者虐待7‐l略

1'||十1:IWする回等の責務、r 持ヽ寺荏待を受けた高持者に対する4来護プ)ための料置、養護者

のイiⅢr)卓卜減を区|ること竿の本護者に対する養誇者による高齢ヤ虐待′)防!Lに資する文接

!||「 表護者に対する支反 |と いう。)の ための増置牛を夕をめることどこより、高締者庄

十 ■十1 末 護者に対す手■■+F博 する托策をイと1述し、もつて津i持古●能千」利益の擁護

|=ⅢⅢちモとを目的とギ
｀
る.

後 ア■ ド定義)

i  手ブl ilヤiにおいて i高怖イ| とrよ、65歳以 liF,ををいう,

土 iと■十法律i工おいて 1養護子|よ !す、高齢者を現に養誰する千であって養介護施年 (常

ん■■ 】|の 施設の業務にす:キモする者及び同項第2子の事業において業務に従事するイをす

i―| !メ ド同じ。)以 |+rit)のという.

1l i tl)を1律において 'ill持千亡待Jと は、養護者|工よる,も齢者虐イキ及び養介護施設従申:

千十だ(|る高齢者虐待■|ヽ Ⅲヽ

t ='「,!iⅢにおいて 1差在千tこてkる 高齢者虐待!と は、次r)ぃずれかに該当する行為を

本|を者がその養護するやi鈴者について行 う次に掲げる行為

す |ち降者の身体に■今tStiじ、又は生ばるおそれのある暴行を加えること,
! 十ち締者を表弱させる.1うな著 しい減食文fよ長時間の放置、養護者以外げ)声!F人 に

■るイ、ハ又はitとお!ギる行為と同様の行為の放置準養護をを と′く怠ること.
ヤヽ 高 齢者に対するキ t/い無吉又は著しくお絶的な対応その他のi葛齢者に革 しい心

理!的外傷を与え、る1言動を行 うこと,

‐ 市 齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせる

こと.

1 養 護者又は高齢者の規族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高

持ヽ者から不当に財産 Lの利益を得ること,

ら 上 の法律において 「養介護施設従事者等によるi葛締者虐待 |と は、次のいずれかに該当

iす す! をヽいう。

とナ、福祉法 (昭和38イ|1法律第138号)第 5条の3に規定する老人福祉施設若 しくは間
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法第29条第1項に規定する有料を人ホーム文は介護保険法 (平成9年法律第128号)第 8

条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第24項に規定する介護老人福

祉施設、|百条第25項に規定す る介護老人保健施設、同条第26項に規定する介護療養型

医療施設な しくは司法第H5条 の39第 1項に規定す る地域包括支援センター (以下 「差

介護施設ど とい う。)の 業務に従串す るキが、半該養介護施設に入所 t_、そのれ当該

養介護施設を千」月する高齢者について行 う次に掲げる行為

イ 高 齢どの身体に外傷が生 じ、 くは生 じるおそれのある呆行を加 力_ること,

口 高 齢イを表弱させるような者 とい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養誰

すべき職務 tこの義務を著 しくtる こと,

ハ 高 齢=卜 対する著 しい暴声1又は者 とく,十モ絶的な対応そん也び)高怖ヽに'そ1い 心

理的外1身々 与える言動を行 うことて

ユ 高 品十1よわいせつな行為をす ること文は高齢者を してわい‐f3っな行為をさせる

こと.

ホ 高 持れ )財FLを不当に処分することその他 11該高歯付若からイく当に勉注 Lの利林

を得 るrlっ

1 老 人橋||十!第5条の2第 1項に規定
卜
するセ人炉!宅4+1活支援事業又は介荘1呆険法第8条

第1項に規定す る唇宅サー ビスモf業、Fi条第14項に与i角:する卸i域名岩甲サー ビス亭業、

■t条第を1丁ttr規定するた1宅介護支疲事業、卜1法学fら条の2第1項に規オ:する介穫 予げデ'

― :ギス1キ単 情 条毎 t4エヨ↓ご将オ|する打ヤ城密斉型介護千防サービスキ業者 iく に同条第

18坂に対な
ヤ
Ⅲ II介護予防支援事業 十以下 「養介護 学美 |と い う.)itお t てヽ業務に従

事する者たi、
｀
1l i夕養介談事業 lft係るナー ビスのサ1供を受|ギえ)汽怖■!こつい f frヵⅢiヶ

イか らホ二十ド掲|デる行予為

緯 摯条 (口及び地方公共団体の責務等)

| 1珂及び地方公共団体は、高齢を虐f十の防」=、高齢者虐待を受けた| 齢ヽ 者の■1速かつ道

,どな保護及び適切な養護者に対す る支援を行 うため、関係省庁和互間その他十増係機関及

tド氏問団体の問の連携の強化、民問いコ体の支援その他芝、要な体柿けの整備に努めなrすれば

ならない。

2[ヨ 及び地方ケヽ共とJ体 は、高齢者虐待の防止及てドi岳齢者虐符を受けた,高鈴者の保護並び

に養護者に対する支援が専Pl的知識に基づき適切に行われるよう、これ を)yD職務に携わ

る専門的なメ、材の確保及び資質の向 上を田るため、関係機関の職員の研修等必要な結置

を議ずるよう多チめなければな らない。

1 回 及び地方公去団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資

するため、高齢十懐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係 る救済制度年について必要な

広報その他の啓発活動を行 うもの とする。
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第 4条 (国民の責務)

国民は、高齢千枝待の防止、養護者に対す る支援年の重要性に関するllll解を深めるとと

もに、国又は地方公共団体が議ずる高齢者に待の防 止、養護者に対する支援等のための

施策に協力するよう努めなければならない。

第ふ条 (高齢者,差待の早期発見等)

1 養 介護施栽、病院、保健所その他高怖者の福社に業務 上関係のある1ヨ体及び養介護抗

設従事者等、1宝市、保健師、弁護 ■その他十丸齢者の福社に職務 上関係のある十Fi、高古お

を虐待を発見 Lや すい立場にあることを由覚 R、 高齢者虐待の中期発メ“に第めなければ

ならない。

オ 前 項に規定するれ ま、同及び地方公共田体が討ずる高齢者虐待の防止のための1許t:モiil

勤及び高齢者庁竹を受けた高齢者の保護のための施策に協力する 1う 努F)なけオ1ャだなi,

ない。

第 2章 養 護 者 に よる高齢 者 虐 待 の防止 、養 護者 に対 す る支 援 等

癖6条 (相談、指導及び助 言)

Ⅲ村r村は、表謹 者による高齢者すた待力防士_及び養護をによる高齢者1占イ子を支|す`たI巧怖十

1ナ,保護のため、高持者及び養護子にキliクて、本田談、十お導及び助高を行 うものとする。

年,7条 (養薩者に―Lる ,苛齢 者康待に係る連t報等)

1 養 護者による1有飾者虐待を受 けた■息われる高齢者を発兄 した者は、出該十高齢ての■

命 ては身体に重 代な危険が生 じている場介fll、ぷやかに、これを市町オすに適報 しなけ,R′

ばならない。

2 南 t項に定める場合のほか、養護事による高齢若虐待を受|すたとJユヽわれる高体卜再をた ,J!

した者は、迷やかに、これを市町相|二逆報するよう努めなりればならない。

t; 別法 (明治40午法律第45号)の 秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律r)母!

IFは、前 2項 "規 定による通報をすることを妨十,ダるものと角年釈 してはならない。

第8 条

市町村が前条第1取若 Lンくは第2項の規定による通報又は次条第1項に規定する暦出を受

iすた場合において十土、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務 L知 り得た事

項 であって当該通報又は届出を し″た者 を特定させ るものを漏 らしてはならない。
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帯9条 (通報年を受けた場合の措置)

1 市 町村は、第7条第1項な しくは第2項の規定による通報又は高齢者か らの養護者に【kる

高齢者虐待を受けた青の届出を受けたときは、述やかに、当該高齢者の安全の確認その

他当該通報又は届出に係 る事実の確認のための持低を講ずるとともに、第16条の規定に

より当該市Wr村と連携協力する者 (以下 1高齢者虐符対応協カヤJと:い う―)と モザ)対

応について協議を行 うものとする.

2 市 町村文|まに町村長は、第 7条 第 1項 若 ヒ″くは第 2攻 の規定による連報又は前]i宝ti規

け る届出があった場合には、当該通報又は届出に僚 るi丸齢者に対する養護 者による高

柿者虐待の防 !に及び当該高齢者の保護が図 をラれ るよ う、差護者|ご主る向姉者■イキに、長ウ

牛命文は身体にと大な危険が生 じているおそオ1,が立)ると認■11)れる.蔦齢者を ム時的ド保

子守' る`ためヽ京にセ人福社法第20条 の3に規定する|を人★=,規1代所施設年|エア、す させる牛、

道切に、1司法身lj二り条の4第 1項な しく!よ売 11条第 ]収めキ1,iF!こ(1るやドを'話じ、文!よ、通|」

に、間法第32央 力規定により客半1の市1末をする1,すつとするぅ

村 1(〕条 (居生の確保)

■均村は、差護者による高齢者岸待を受けた高齢者について を人桁社法年10条の4第 11車

学↓,れ文は第11条第1項第1号若 L′<ti第 2号の規定によiる十持置を採 るために必要なテキ生を確

十't,る ための村帝tを記ずるも″)とする,

|キ11条  (立 入説今)

i 市 町村長|十、式撲十による,占齢者チ■イキにより高☆付子い生命,スは身41s r車:くな化けが生

ごているおそれがあると認めるときは、介護保険法第115条α)39第2'真の現ケifにより破性

する地域包挿11丈授センターフ)職員そユ}十山つ 高歯わ有の布村に関 する事務ti在算する職真を

L′て、当該高出市!宮
tの

す主所又はなL IFに!ギ̀と,入り、だ、要な調査 スは費用'をさ||るIととができ

||1上、 こ オしを,まホ tャなけオtr―ずなと)な

,  第 1項の規定|ごよる立入 り及び調有文は質芦]を行 う権限は、犯罪捜合のために認め,)

れたもの と解神ttンてはならない。

格 12条 (警祭署長に対す る援助要請年)

1 市 町村長は、前条第 1項 の規定による立入 り及 び調査文iま質問をさせ よ うとする場合

において、ごれ らの職務の執行に際 L!Z、要があると認めるときは、■該高蒔者の任所又

は居所の所在地を管轄する警祭署長i二対 し援助を求めることができる。

2 市 町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点か ら、必要に応
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じ適切に、自t項の就定により警察署長に対 し援助を求めなければならない,

F 警 察署長lt、第 1項 の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生合又

!よ身体の安全を確保す るためだ、要 と譜めるときは、速やかに、所属α)警祭ドに、1司填の

職務の執行を綾上亨,するために芝、要な警祭f職 務執行法 (Uど和123年法律第186号 )そ の他の法

合の定めるところによる措置を講 じさせるよう努めなければならない。

第 13条 (面会の命」限)

養護者によるi 齢ヽ者を待を受けた高件者についてそ人福和L法第1]条第〕項第2号又は第趣

けの措置が採 られた場合においては、市町村長文は当該椿置に係る養介護施設の長ti、

箕護幸によるi苛齢=,た待の防 IL及び当諺高齢者の保護の観点か ら、肖該養護 者による高節

持虐待を行・た養護者について当該高齢者と″)画公を持」限することが できる。

街 14条 (養護者の支援)

i 市 町村は、第6条 に規定するもののいい、養護者の負担の軽減のため、と甚 者に対
十
サ

る相談、指導及び助言その他必要な結置を講ずるもの とす る,

2 市 町村は、うⅢⅢの措置 として、養護者の′い身の状態F照 らにその養護の負ilの☆減を

1珂るため緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために、メ.安たな

る居宝を確保‐するための結iまを言毎する )ヽのと,る っ

特 15条 (専門拘に従事り
｀
る職 真の確保)

■町村は、表在=|工itる高齢者亡持F)防 iと、養護者による高歯お者虐持を受けた1高齢者″)

1培詳さ及び養護者tr ilする支援を適切に実施するために、これ らの事務にキ門的に従事する

1章t真を確保する(1,舛 めなければな ,っなt .ヽ

第 16条 (連携 脇力体制)

'町村は、養護なによる高齢者虐待″,防止、養護者による高品有「声1右左上十'た百出 =F)

i千護及び養護者に対する支援を通 切に実施するため、を人権れ!!法第20条 の77)2第 1攻に規定

す
‐
も4人 介護支援センター、介護保険法第115条 の89第 3項の規定により設腎された地域包

|る支援センター■この他関係機関、氏ドliH体等 との連携協力体制を整備 L′なければな らない.

=F)場 合におい ご、差護者による高齢子虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、

特に配慮 しなけおrifならないぅ

第 17条 (事務の姿託)

1 市 町村は、高齢者虐待対応協力者の うち適当と認められるものに、第6条 の規定によ

る相談、指導及び助言、第7条第1項を しくは第2項の規定による通報又は第9条第 1項に規

定する届出の受理、同項の規定による高齢者の安仝の確認その他通報文は届出に係 る事
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実の確認のための措置並びに第14条第]項の規定による養護者の負担の軽減のための結

置に関する事務の全部又は一部を委託することができる。

2 前 項の規定による委託を受けた高齢者虐待対応 協力者者 ヒ′くはその役員岩 しくは職員

又はこれ らの十であった者は、正当な理由な Lンに、その委託を受けた事務に関 tて 知 り

得た秘密を漏 らしてはならないi

〔よ 第 1唄の規定により第 7条 第 1項 若 ヒ/くは第2項 の規定による通報 又は第9条第1項 |ご相

|どする屈出の受理に関する事務の委託を受けたi葛齢者柱待対応 脇力者が第T条第]1貞岩
:1/

tは 第2項 の規定による通報文は第9条第 1項 に とヽ定する病出を受けた場合には、単古夕連

lk又は届出な・安tナたi馬締者虐待ネ|「ふ際力者又はその役虫若 t″くは職 Hは 、そ√)職務 11カ,

り得た事取でル,って当該通報文は幅出をした者 を特定 させる1ぅのを漏 もに′
‐
【はな

らない。

第 18条 (周知)

if口財すは、養護者による高齢者虐待F)防 士!1、第7条第1攻若 とく!よ第2雰ir)軌定による

1壺報又は第9条第1収に規定する店出の安理、養護子による高齢■lltF符を受けたHttf"

4r護、養護者に対する支援等に関する事務についての窓「1となる部月及びiち齢者柱待キ1応

域ん者の名称売卜明ちiすること隼により、当該静!|お及び高齢ヤ虐待対応 協力者な胃 ギ々!させ it

すればな らない.

9条 (都逆・lN「県の援助等)

都道府県|二【、 ■ ナltの 規定により|1町すが行 う十古置の実施に関し、 市いJオ1声本1抱i配υl連

経調整、市‖T村に☆Jする特報rF様化そブ,他必要な接いるを行 うギ)のとする.

2 都 道府県は、との章の規定:により11‖!なすが行 う十き博1の適切な実施を確保 す
・
るためだ十掌!

があると認めるときは、市町本もに対 し、必要な助言=rれ
tう

ことができるコ

第 31章 養 介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等

4立 0条 (養介謹施設従事者等による高齢者虐待の防 fL隼のための特置)

養すド護施設の枝世者文は差介護事業を行 う者に、養介護施設従事者牛の研修の実施 、当

|″養介護施設ti人所 と、そ7)他当該食介護施設 を利,将し、又は当該差介護事業に係 るリー

Tギスの提供を受ける高酢者及びそ7)家族からの1浄
時の処理の体制の整備そび)他の養介護施

設従事若等による高齢者虐待の防 止等のための特置を謡ずる()のとする。

＝
や
　
　
‐
ヽ
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第 21条 (養介護施設従事者等による高齢者虐待に係 る通報等)

, 養 介護施設従 亨者等は、当該養介護施設従 事者牛がその業務に従事ヒている養介護施

設又は養介護 事業 (当該養介護施設(わ設置者な しくは当該養介護事業を行 う者が設置す

る養介護施設文|す工れ らの者が行 う養介護事業を含な“)に おいて業務に従事す る養介

護施設従事者件による高齢者惇待 を受けたと思われ′る高齢者を発見Iャた場合は、速やか

に、これを市呼オ子に通報 しなければならない各

2 前 項に定める場合のほか、美介護施設従事者等による高齢千虐待を受!すた と思われる

F`除者を発見 した者は、当該高齢者の生命又は身体に五大な危険が生 じている場合は、

rや かに、これ考f市町村に通報 しなければならない。

11 前 2項 に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢考唐待を受けたと思わ打.

る高齢者を発 切,しオーキは、速やかに、二淑′を市博rtt ttiJrfl報するよ1労 めな↓,オ1″ばなを,な

t .`

J  養 介護施設佐キヤ幸による高齢者庁待を受けた高齢子は、その持を市町村に駆け出る

ことができる.

|う 第 18条 の規定は、第 1項 か ら第 3項 までの規定による通報又は前攻の規定による胃

|||の受理に関す る事務を担 当する部屈tつ屈魚1について準用する

も 対 法の秘密堀示罪の規定その他ブ)′tr秘義務に関す る法律の規庁は、第 1項か ら)衡得項

ifの 規定riる 連報 (i核偽であると,`′D及び過失によるi)のを除 く.次 項trぉぃて同

!‐ )を する工'=を妨げるもの た1年荻 t.て,まなをドない,

養介護施設定■ 1寺 は、第 lⅢⅢ I.お毎項 長でtわ報11‐rょ るれれ在iとた こ!手を'理由と

とて、解雇その仲 ィ:II益な取扱いを受flない。

」2条

|IF町村は、ti無第1項から第3項ま
'riの

規定による連報 又は「1条夕i四収の対え:に―iる

111出を受↓,た とれ ま、厚生労働省今で定めるところにより、当該連機文!よ届立|に係 るま

介護施設従事若竿によるi高齢者岸待に関する事項を、■該養介搭打設従革を十i工よる手弓

齢青虐待に係 るよ 介護施設文は当該養 介誰打設従事古年十二よる高眸!キた者竹!!1係る楽介擢

卒業の事業所の所在地の都i首府県に報宇テ1ンなければな'コない

: 前 項の規定は、地方自お法 (昭和1221t法律第67号)第 252条″)19第1項の指定ギ都 市及び

口法第252条r)22第1項の中核市については、厚 モ々労働有令で定める場合を除き、適用 し

ない。

第 2 3 条

市田」村が第 21条 第 1項 から第 3項 までの規定による通報又は同条第 4項 の規定による

嘱出を受けた場合t工おいて|よ、当該通報 !kは届出を受けた市町村の職量は、その職務上知

Ⅲf子た事項であって当該通報又は届出を と′た者を特定させるものを漏 らしてはならない。

イヽ通府県が前条第 1項 の規定による報告を受けた場合における当該報告を受けた都道府県

存Ｌ

　
ヽ
・
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の職員についてtぅ、同様 とする。

第 24粂 (通離年を受けた場合の結置)

市町村が第 21楽 第 1項 から第 3項 までの規定による適報右 しくすよ間条第 4牙tの規定に

よる届出を受け、【は都道府県が第 22条 第 11デ:のうと定に、Lろ械Ⅲ frセ|ナたとき,■、|十1'電

| 1ヽ支又は都j登府tlllれ!i事||、夫介設施設の実務 文ほ養介護事業の適 iな 道iを 確供すること

t11.kり、当該通斗 又は相出に係るi'齢ヽ十に対す る養介逢ち色こ文荘事着手に |る ち締者を待t4,

Ⅲ lL及び当該高声お■ダ)保護 を図るため、1を人札|li!法<にすi接|千岐法のⅢ汽 iによる特i張を!1毎

Ⅲにイ
=手
使するtェ″ヽ と

‐
する.

第 25条 (公表)

打;道府県知事卜1、打年度、養介護施設従学者等による向齢者度待″)状iうと、養介護怖設に

■:苦等によるf旬捧者虐待があった場合にこ:つた持笛その他厚生労働行令で,lrめる事項を公

表 するものとする.

宴 4 章 雑只町

有126条  (調査紛すと)

IHは、高齢者佳イ手の事例F)分析を行 つとともた、高齢者～イ子があった場合の連切な

をitt、高飾t持に☆||を お明な装護の■サtその他の高齢有佐待の防1卜、高齢者,差待を受

!与馬;材の保護及び長護者に対する支援に資する事項について調査及び研究売イrうもの

|う.

常 27条 (財た 11の不肖取け1による紋害の防止等)

! 市 町オすは、京護者、高齢者の規族文に業介護施設従事者辛以外の幸がイt11に財産 11プ)

千1益を得る目的で高齢者 と行 う取じ (以 ,f「財だ上,)イ■取づIJと いう,)に よる高鈴

声の被害について、神談に応 じ、41く は消費生活に関する業務を担当する部馬その他

の関係機関を ギヽ介し、又は高齢有虐待対応 脇力者に、財産 Lの不当取う|によるi葛齢草″)

被告に係 るれ1設本 しくは関係機関のキH介の実施を委託するものとするぅ

2 市 町村長は、財産 Lの 不当取引の被告を受け、又ほ受けるおそれのある高齢者につい

て、適切に、を人福れた法第 32条 1/規定により審判の請求をするモ)のとする。

第 28条 (成年後 17L制度の利用促進)
‐
g‐及び地方公 共i珂体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに

|||た上の不当取引による高齢者の被告の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知の

卜た

た

す

対

ｒ
　
ｉ≡
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iとめの措置、成年後兄帝」度の利用に係 る経済的負i旦の軽減のための措置等を講ずることに

上り、成年後炉2市」度が広く利用 されるようにしなければな らない。

第 5章 罰 則

第 2 9 条

第17条第2項の規fに 達反 した者は、1年以下の懲役文ほ]00万円以下の語1金に処す る.

第 30条

正当な理由がなく、第11条第 1項の机tに よる立八調査を打み、妨げ、キ tく ,てI忌ど に.、

文は 高張の規定に■る質問に対 して容介をせず、若 L′くよ虚偽の容弁と し、な とくは高齢

者に容弁をさせず、若 しくは虚偽の容キをさせた者は、30万円以 卜
｀
の剖今に処する。

14i員U

(地行期 日)

| 工の法律は、平成立8年4月 1日から施行|る 。

(使ホ|)
t, 1高

締者,え外の■であって持神 |‐!て|li身体 li t/1押由に.■り春蕎々 ン、1夢ンするものにキ十す

るに待σD防JI年のための1部度に7~lい=1土、速やかに検討が力咽え号〕れ、その結果に基づい

て必要な措置が討す と)れノる1ぅの とする。

」 ,も齢者虐律fl防 |に、養護者に対す る支栃等のためダ)制度につい工fFよ、工び)法律の施竹

後 二年を甲途 と|ャて、 こ″)法律αD施イf状況等を勘資 し、検討が加えらヤ1,、その結果にと

づいて老、要な料障が講ぜ られるt,αヽたす る.

56



高齢者虐待の防に、高齢者の養護者に対り
｀
る支援年に関する法律施行規則

(▼成十八年!iメt二十 ギⅢやi生労働省令第九十四巧)

i馬齢者虐待の防 ||と、高齢者の養護者に対する支援準に関すると径t(11成 iL年 法律々 ,ir

i ttPHけ)第 111‐i条 の現定に基づき、高齢者た待の防止、高持考の差護 持【丸
―
す
‐
る1と援

事に関する法律施行規則を次のように定める.

Ⅲ十日|‐本すからブ鶏i告)

軍j l 条

市肘r村は、■i件ギ岸待の防 [11、高齢者の養護持ti対する支援|キlti関する法イ十:(平 成 |―と

■法律第 百二 十瓶号“ 以下 1法|と い う|!)境 !!十 ‐条第 攻 力ら常 二収 までの規定
'tこ

|る連報又は同条第川項 の規定による材|:||を受 tヴ、当キタ通様文!1上flll11に14る■支F,碇誌 ir

ⅢⅢた結果、養角
｀
逆施設従事者挙に(よるh肺 十店待 (以 戸 「■令 |と い う.)の ■1実が,ど

'1られた場合、 丈tま文|二部S道府県 と★口して章i英″)確認をイf号必要が生 じ★場合に1ま、次

!11ちげる事項を11レ庄待に係る法第 i各争 ■1喚第一号 に札定するi介 荘挽i設ズは'電項境

■ナに規定する主介護事業の手共所 (以 if l養介蓬施設隼」 よい うど)●)所在地の都道崎

itl=卜報告 しなけれ|:ギ!tt,ない.

一 養 介護施設年い花称、づi在地兵Lド種別

! 虐 待を受||た_Kは受けたと思われる高占お者の性売!、年歯付及び要介護状態に分 (介護

保険法 (平 成すL年法律第 十竹二十 斗,)第 七条件 |ヽ:iに規定する要介護状態に分をい

うc)又 は費支援状態区分 (同条第二項 |こ規定する要支援状態LX分をいう.)モ r)イ比

の心身の状況

二 虐 待の柱丹|、内容及び発11要卜i

′q 虐 待を有rつた養介護施設従t事子や (法第 i条 第 二項 に規定する養介護施誠従事若

等をい う。以 「ご同 じ.)の 氏名、■年月 日及び職種

1■ 市 町村が行った対応

六  虐 待が行われた養介護施設等において改善措隣が採 られている場合|●|まその内容

字
ｒ

】Ｄ



(指定都 市及び中核 市の例外)

第 2 条

法第二 に 条第 Tl項 の厚■労働省令 ご定める場合は、養介護施設等について法第 1二十

一条第
一項 おヽ ら第二項 までの規定による通報又は同条第匹1項 の規定による届出があ

った場合 とする.

(都道府県知事による公表事項)

第 3 条

法第 二十Fi条 の厚生労働省令で定める事項|!、次の とお りと
｀
する.

一 惇 待があ った養介護施設等の梅丹11

:二 虐 待 をイテった養介護施設従 字十年の職種

“ヽ! ,1い (玉|を成 |八 年工月九 四1享JI労働“ イト第 一 すし号)

●の省令は、公布の 問らヽ ら施行す る.1
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為飾区高齢者すま待町tl子ネットノーク運営委員会設置要綱

1 8 売 福高第 2 6 8

まF十歳1 8年15月 よ

「高齢者′:イ十"防 1上、高齢者の差誰ヤ|ごネJす
―
る支援牛に関する法律 |(平 成 18年 !1月 11二|

施行)に 基づさ連携 協力体制を確保するため、葛飾匹高怖者虐待防 !ニネットワーク道甘み単

会 (以 卜
｀

正ど|■云典会 | と ′ヽヽう.)■ 設正と
―
する

号
一
日

(設缶||

争1年〔

(IⅢⅢ土lflⅢⅢ

ri!,i t l =古委,1会tt、汐(に掲げる事Ⅲを協耐iする

(1, 技!飾X高 齢材やイ|IL!fl l占|ム廊に関する工!

(夕十 1キi片十イ1岸作十卜う|十1イ ト!ノヽ車クに隣1する工_|

(!→ ■ す)イ山、丘吉,114〔 iメ.要と認めるⅢⅢti門 !

(科,11

11111オモ

( 1 丁! | | | 十

ケ: i ■

と=古 二上liす、■、 (itか 委嘱す る十lti I lijt,デる孝 ,1を

(1)「 iをキLfl十lti披宮

(2)|,こ !ⅢⅢ

(3)カ キt ii

(4) |1市 卜 丁|と i牛iifftナt

(5) iく イ|!ヤ|!十 11 1ii4fl i

( 6 ) 瞥 禁材職 ! 1

(7)1行 ォtすすll i■iナンタ▼ ,す斗ンセIFルJ代ガ〔十tよ

(忠)ウ ヤ′‐ギネナ キクー

(9) 吉 方|十1!イド古笠;1

(10)「 れ1占|ィ子店と!“

(11)通 ナJ「介赳 ,1

( 1 2 )特 」| 1玉推 と人ホー ム相設 其

( 1 3 ) | ' i 味 ツ ・ヽシャル チ “カーム

(14 ) |十 会午11社協議会

(15 )地 域 色括文振セ ン ター||:会祐 社 十

(16)保 健IFlk

(17)絡 社 前;長

もヤ,ご本離Ⅲ比
―
Ⅲる

芝t ケ1 と, ブ、ナ」

1 名

l イ 子

| イ ェ

1 名

芝岩,

l l名

1イ|

1年,

1名

1名

]名

1名

1名

7名

1名

1 名

委員の任期は、そ1年 とし、再|千

前任者の残|=!1期間 をする.

ドないr
ヤ
ご
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(ユ|l it )

寄ふ1 運 営委員会に孝共長を置き、委flのチI選によってこれ,を定める

委員長は、ど+4員 会を代表 し、会務を終lIPするこ

(ヤ|:141)

T ; 6朱 連
' Fキ

委其会は、委員長が相集する

2  委 員長は、セ|、要がある と誌 め るとき1士、ど、要 と認れ らオ
″
lる者をイ1朱し、志 身ご.を聞 き、また

ti空料の控ドi在求 めることがで きる.

(キl j ! ! |ェ|

守, '生 F甘 安 B  r l l t i、特ヶiギの■項 の調在及 rバ校f、レ 行 つための部会 を出 <工 上が ごキる.

(ナす茅"

年H牛   ;笙 ギ■舞fl会 のⅢⅢ14 ti、 作キ和LttB tti高;考■il壬諜に,Sい て″1理
'す

る

( ―委1 1 l Ⅲ

T I ! , 在 工 の要綱 十■ ます) る| ) の" ! ■か、ェ| モ↑l r 外虫会 r , j ! 占に問 t , ゼト要な 寸: j , ■よ、1 4 ! i f t , | ｀+ 4 る

| 、十す! !

ⅢⅢ瑛机fi、十11立ょギ :キチii海 , 1られイ|ル ゎ

|| ! ! |

fr)要対胡に、 1`4,文il,||‐4理 211た あヽお古ヤ!| 、 irを1上卜,41 1,1111んヽ iJ iい|「」,‐る.

I 十: :

「!1要ネ岡|す、 1`4,▼ど|イi!41」?111か られイト| 、 キ4成21 4tit']l ⅢⅢ3 らヽ出お打J―,あ

イ寸,11

工す)要細は、平成 21F18月 14「1かを)施行するt

l十貝|

F !`'共和‖は、 キ二十■!'fF二う'131 1卓んヽ らた仁イlt,、 |ヽえi文23f十二4月 1 11ん らヽi由すキ」す
‐
る
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欝   |=運 難五
十曜車 _ギ鉾堆|

帳蚤   ―
――

   暑
―王 _ェエ雫 雲 |=王=1亜 二互i室車

寵欝==寵ン
種壷富=王 =i酌嚢襲
i 中

… L 」 … ″ ヽ
          十

宅 向 串 不 寝 土 ′p ュ ニ ぃ
    1 弥

卜

   _ _ _ _ _ _ _ 上 _ 旦 _ ! ! 1 ～ 十 七 _ _ = _

確ギ:1議姦こあ百
~~~~~―一―

T買嘉墓転蔦憲
~~~~~一

ri壱転百覆幕こ京運営 |

極 遜   =1 訴

~~百 ~〒

役 職 T車 百~―十一
石罫憂覇語再事

~~~~      十
数培     ~~可 琵韮声孫戸弓嘉転 |

⇔小 幡 秀 夫
|ピ生=生空!輩■埜三__   |            1委 員

― 十 一 、 十 一 , ■ _ _ _ _ _ _ 、 一 ― , 一 ― ― 一 ― 一 ― 一 ― 十 一   ―

¬

, 一 ~ ~ ~ ~   ~ ― 一   一

 十

~ ~ ~   一 一 ―

|ケ 7マ キジャー
         1堀 切中央病院         |と _十一二 ｀`    |⌒ 1 キ  _十                !        ャ

     lヶ ァマネジャー
  |● 山 崎  千 賀子

1轟 掩 菖

~― 十 一 十 _北

論 嬬 誓 認 権 草 戸 友 +―

一 ― ―

1訪簡オ護賞           |ひ なたば っこ在宅介護サービス
1管理者       |  ま と 閣  久 美子

|                1金 町

特
議 轟

― ― ― ― ― ― 上 _ 揺

権 菖 嘉

~ ~ 十 一 ― ―

十

一 ― ― ― ―

十

一 ― ― ― ヽ ― 一

|

1訪蔵着護員           1東 京愛育苑          |          |

|                |=■ 題撃輩 ゥ隼_や ′中ヽ̀     1所 長        1 池  鶴  和  恵

指 議 ゴ

~ ~ ― 十 _ 開

譴

愛 土 _ 十 一

r L ~ 十

一 _ 転 _ 壌

七 雷 |

1施設長

1生活相談員    1 中  村  横 ―郊 |一~~十 一
1藤恵

一~~~~~―
■
――― ~~~1

躍:    襲 罪擢繋三器繁害工 1 1 = = | ■ F 上 二 二 二 十
' ~ 牟

堅

にキ

ャ ド
じ " B ] 口

主 : 友

ヒ ‐/ ′  用 ア    Ⅲ T ■ ‐ W _ 止
     | 口

材  天  自  十 1
-― ― 十 一 ― 十 一 一 ― ― ― ― J十 一 ― 一 ― 、 ― ― ― 一 ― ― ヽ ‐ ― 一 一 ― ― 一― 一 ヽ 一 →

一

‐ ― 一 キ ー 本  一 ― ― ― 一 ― ― ‐ 一 ― ― 一

襲    饉 襲革翠ち声ヽ十寵雛一一+T唇―奮―壌監|
麒空空珂  麺 謝 辞 王 輛 三1

1所長        1  細  j 1 l  ヵみ平 |躊― ==欝 艦==還 王 =鰈 輩」
◎委員長O策 定部会会長●策定部会員

高齢者支援課

1高齢者支援課管理係 佐 藤 智 洋 |

高齢者支援課高齢者相談係

__  1高 齢者支援課高齢者相談係

1高齢看支援鶏 鉢著相談係 :三 _

で
Ｕ



6 葛 飾区高齢な度待防止ネッ トワー ク庁内連絡会設置要綱

18蔦罫千嵐i岳写す268 ケ

1`技 18年 5用 1再

(設れ'

第1条  十 高齢者虐待の防 1上、高齢者の養護千十二対する支援等に開する法律」 (平成 18年 4月 1日施
子
1「)に 基づき連携協力体市Jを確保するたず)、角飾区高怖者虐待防 ||〔キットワーク運営客員会

(以下 「運営委員会」 としヽ つ。|を 設置 [ン、それを円滑に進ノ,るたず)に亀飾に高齢者は待労止

|ッ トワーク庁内連絡会 (以 下 「庁内iと絡会J(とい う。)を 設置
▼
,■ ‐|

1協議 ■■‐:|

第2条  庁 内薄:絡会は、|ケ〔た掲tiする事項を協議すイタ↓

(1)葛 飾区高齢者亡4打んiL言1回ti関する 工■

(2)運 営委員会でば,路萩内容について.

(BIモ サ)化、すす内連経!!i`ゼ、要 と認められた事項に関すること.

(構成)

第3条  li貫内連絡会は、次t=掲|ずる委員を |)‐
ヤ
(柱 成すると

|' 福 祉部長

1官)政 策企i持「辞長

t 人 権推illl ttit

Ⅲ' 地故族Wl」丘

● 福祉管理認長

il 介 護伴険方典長

fl 西 化活誤長

S 東 生活諜責

1')金 町保健セン■一所長

(任期,

第4条  ■ 車の任期は、11ギーをとャ、再rとされ るこ■を1お,な い。ただ と夕、相手次の姿車のイi期 は、前任者
Ⅲ残任期間とする1‐

(座長,

第5条  十 内連絡会に座長を置き、座長は福祉部長 とする。と長は庁内連絡会を代表 tン、会務を総理
|ろぅ

(招集|

第6条  !=杓 連絡会は月二長が招集する.

■には、老、要が■,ると認めるときは、必要 と認められる者を招集 とノ、意見を聞き、または

■対の提出を求い11ェとができる。
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(部会)

第7条 庁 内連絡会に、特定の事項の調査及び検討を行 うための部会をまくことができ1′

(庶務)

第8条 庁 内連絡会の庶務は、福祉翻i高齢者支援諜において処理する.

(委任)

第9条  こ の要柵に定めるもののほか、十i=内連絡会の運営に関 Lャ老、要な事項は、座長がせちる

イ寸 只||

こゴつ要ホ慨Fよ、 平 成 18年 5月 11]か ら施行サ
‐
る.

|十ヽ  貴|!

(施行期 瞬)

1  工の1要和河!主、 IIと,比20 1々 9月 ]TL!んヽら力括イ丁
―
十る.

(経過措置)

2 ■ t々20年 度"チ ,1の1:1期1上、政」に後の第 4‐条?)うと定111カも わヽ成〉ず、平成 20年 91!十 F i
テうヽ| ダl i 成2 1 年阜ナi  R l  F l 十子| そ

十1 坤 |

〔iゴ)要揃 |.1、 十`二成 23年 ヽす131Fれ ザ,旋ャTす る

6R



フ 葛 飾区高齢者虐待防止ネ ッ トワーク庁内連絡会メンバー表

福祉部長 丹  保

小 林 宣 貴

蓮 池  慎  治

駒 井 亜 子

酒 井  威

政策企画課長

人権推進課長

曲生活課長

票生活課長

金町保健セ ンター所長

池 嶋 雅 人

十                                1

横 山 雄 司

サ!1 上 鉄  夫

藤 '11 良  理  子

事務局

高齢者支援課長 佐 々 木 久 治

佐 藤 智 洋

一 ―
―
　

―

十

・

管理4系長

高静者相談係長

高齢塙相談係主査

芳 賀  清  泰
一
　

　

　

一

楼 井 恵 子

高齢者相談係員 久 保 美 住
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